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明
治
初
期
の
長
崎
県
に
お
け
る
財
政
の
変
質
に
つ
い
て

�

德
永　

宏

は
じ
め
に

長
崎
は
、
国
際
貿
易
港
と
し
て
開
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
鎖
国
期
に
お
け
る
貿
易

事
務
は
、
長
崎
の
市
中
全
体
で
担
い
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
地
役
人
の
給
与
を

は
じ
め
市
政
に
必
要
な
経
費
が
主
に
貿
易
の
利
益
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。

ち
な
み
に
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
長
崎
市
中
の
人
口
二
七
、一
六
六

人
に
対
し
て
、
地
役
人
は
二
、〇
六
九
人
を
数
え
た1

。

し
か
し
、
貿
易
の
低
迷
と
安
政
の
開
国
に
伴
う
貿
易
制
度
の
変
更
に
よ
り
市

政
の
財
源
と
な
る
貿
易
に
係
る
収
入
が
減
少
す
る
一
方
、
近
代
化
へ
の
取
り
組

み
に
係
る
臨
時
的
な
支
出
が
増
加
し
、
そ
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
方
策
が
必

要
と
な
っ
た
。
長
崎
に
は
貿
易
に
代
わ
る
産
業
が
な
か
っ
た
た
め
、
支
出
の
抑

制
と
新
た
な
財
源
の
確
保
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
状
況
は
、
明
治
維
新
後
の
新

た
な
政
治
体
制
に
な
っ
た
時
点
で
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
平
成
三
〇
年
が
明
治
維
新
一
五
〇
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
先

行
研
究
を
踏
ま
え
て
明
治
初
期
の
長
崎
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
考
察
す
る
期
間
は
、
明
治
元
年
（
慶
応
四
、一
八
六
八
）
の
長

崎
裁
判
所
設
置
か
ら
、
長
崎
県
と
島
原
・
平
戸
・
福
江
・
大
村
の
各
県
と
が
合

併
し
新
た
な
長
崎
県
と
な
る
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
一
月
ま
で
と
す
る
。

ま
ず
、
幕
末
期
の
長
崎
の
財
政
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
次
の
も
の

が
上
げ
ら
れ
る
。

天
保
年
間
に
お
け
る
長
崎
会
所
の
財
政
再
建
に
つ
い
て
は
、
中
村
質
「
鎖
国

末
期
の
長
崎
貿
易
と
財
政
」（『
九
州
史
学
』
七
一
号
、
九
州
史
学
研
究
会
、

一
九
八
一
年
所
収　

以
下
、
中
村
前
掲
書
Ａ
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
中
村
質

「
長
崎
会
所
と
安
政
開
港
」（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
二
号
、
九
州
文

化
史
研
究
施
設
、一
九
七
七
年
所
収　

以
下
、中
村
前
掲
書
Ｂ
）
で
は
、安
政
五
・

六
年
の
「
長
崎
会
所
勘
定
帳
」
の
分
析
に
よ
り
、
関
税
率
の
引
き
下
げ
に
よ
る

会
所
財
政
の
変
容
と
、
幕
府
の
近
代
化
政
策
経
費
の
急
増
、
鎖
国
解
体
の
契
機

な
ど
を
明
ら
か
に
し
た2

。

そ
し
て
、
同
氏
の
「
終
末
期
に
お
け
る
長
崎
会
所
の
会
計
史
料　

―
産
物
会

所
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」（
九
州
産
業
大
学
『
産
業
経
営
研
究
所
紀
要
』
五
、

一
九
七
四
年
所
収　

以
下
、
中
村
前
掲
書
Ｃ
）
で
は
、
慶
応
二
年
の
長
崎
会
所

の
勘
定
帳
を
紹
介
し
、
同
時
期
発
足
の
産
物
会
所
と
の
関
連
を
、
そ
の
「
益
金

仕
訳
書
」「
諸
品
控
」
か
ら
論
じ
、
関
係
者
が
明
治
初
年
の
地
場
資
本
化
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
添
田
仁
「
幕
末
・
維
新
期
に
み
る
長
崎
港
市
社
会
の
実
像
」（『
民
衆

史
研
究
』
第
七
十
六
号
、
民
衆
史
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
所
収
）
に
お
い
て
、

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
長
崎
に
お
け
る
行
財
政
改
革
と
そ
の
影
響
を
町
方

掛
等
の
資
料
に
基
づ
き
紹
介
し
て
い
る
。
同
論
文
の
内
容
に
沿
う
形
で
『
新
長

崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』（
長
崎
市　

平
成
二
四
年
）
の
第
九
章
第
五
節
「
長

崎
奉
行
所
の
崩
壊
」
の
中
で
長
崎
の
町
用
に
関
す
る
経
費
の
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

次
に
、
明
治
初
期
の
長
崎
の
財
政
に
つ
い
て
は
、『
長
崎
市
制
六
十
五
年
史　

（
前
編
）』（
長
崎
市　

一
九
五
六
年
）第
一
章「
序
説
」の「
変
革
期
の
地
方
財
政
」

項
で
は
「
明
治
初
頭
の
長
崎
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
。」

と
し
て
お
り
、『
長
崎
県
議
会
史　

第
一
巻
』（
長
崎
県
議
会　

一
九
六
三
年
）、

『
長
崎
県
史　

近
代
編
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年
）、『
長
崎
市
議
会
史　

記
述
編　

第
一
巻
』（
長
崎
市
議
会　

一
九
九
五
年
）
や
、『
新
長
崎
市
史　

第

三
巻
近
代
編
』（
長
崎
市　

二
〇
一
四
年
）
に
も
特
に
言
及
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
明
治
初
期
の
長
崎
（
裁
判
所
・
府
・
県　

な
お
、
本
文
中
の
統

一
を
図
る
た
め
以
下
、「
長
崎
県
」
と
す
る
）
の
財
政
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
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幕
末
期
の
貿
易
制
度
の
変
更
に
伴
う
幕
領
長
崎
の
行
財
政
改
革
の
流
れ
を
受
け

て
、
ど
う
対
処
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

一　

幕
末
期
の
貿
易
と
会
所
収
支
の
変
遷

（
一
）　

天
保
年
間
の
収
支

一
九
世
紀
の
鎖
国
期
に
お
け
る
長
崎
の
貿
易
は
、
前
述
の
と
お
り
長
崎
会
所

を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
た
。
会
所
は
、
貿
易
の
み
な
ら
ず
長
崎
の
行
政
に
か
か

る
経
費
の
出
納
に
も
関
与
し
て
お
り
、
同
会
所
の
会
計
を
見
れ
ば
、
長
崎
の
財

政
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
計
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
と
し
て

は
、「
長
崎
会
所
五
冊
物
」
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
金
井

俊
行
編
『
増
補
長
崎
略
史　

下
巻
』（
長
崎
市　

一
九
二
六
年
）
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
長
崎
会
所
に
お
け
る
歳
入
・
歳
出
の
状

況
を
見
て
み
る
。

歳
入
は
、
唐
船
一
〇
隻
と
阿
蘭
陀
船
二
隻
の
本
方
及
び
脇
荷
・
別
段
商
売
な

ど
に
よ
り
、
銀
一
三
、五
五
九
貫
余
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
租
税
収
入
は
、
市
中
の
地
子
銀
、
運
上
・
冥
加
銀
が
あ
っ
た
が

全
体
に
占
め
る
割
合
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
に
記
載
な
し
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
歳
出
は
、
貿
易
に
か
か
る
商
品
代
や
経
費
、
諸
役
所
の
運
営

に
係
る
経
費
（
消
耗
品
費
や
修
繕
費
）、
幕
府
へ
の
上
納
金
、
地
役
人
（
天
保

九
年
に
は
二
、〇
六
九
人
）
に
支
払
わ
れ
る
受
用
銀
・
助
成
銀
等
の
人
件
費
約

三
、〇
一
六
貫
、
箇
所
持
ち
の
町
人
に
支
給
さ
れ
る
箇
所
銀
五
二
四
貫
と
借
家

人
に
支
給
さ
れ
る
竈
銀
三
四
五
貫
、
貧
し
い
人
々
へ
支
給
さ
れ
る
救
米
代
三
五

貫
五
〇
〇
目
が
あ
り
全
体
の
支
出
は
一
四
、三
六
一
貫
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
箇
所
銀
及
び
竈
銀
は
そ
の
全
額
が
住
民
に
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
各
町
毎
に
乙
名
へ
渡
さ
れ
、
そ
こ
で
「
貫
銀
」
と
称
す
る
町
の
維
持
管
理

に
必
要
な
経
費
（
八
朔
礼
銀
、
時
鐘
撞
な
ど
の
諸
役
人
の
給
銀
、
諏
訪
神
事
に

か
か
る
経
費
な
ど
約
一
六
三
貫
）
が
引
か
れ
、
更
に
地
子
銀
が
天
引
き
さ
れ
た

上
で
各
住
民
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
に
こ
の
年
は
、
唐
船
が
四
隻
し
か
入
港
せ
ず
、
貿
易
収
入
は

見
込
み
よ
り
少
な
か
っ
た
こ
と
を
中
村
氏
が
紹
介
し
て
い
る3

。

（
二
）　

安
政
及
び
文
久
年
間
の
収
支

長
崎
会
所
は
、
輸
入
品
を
落
札
し
た
商
人
か
ら
、「
掛
り
物
」
と
称
す
る
一

種
の
税
金
を
徴
収
し
た
が
、
こ
れ
が
大
き
な
収
益
の
柱
と
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
五
月
、
欧
米
五
ヶ
国
と
の
修
好
通
商
条

約
締
結
に
よ
る
新
規
商
法
が
で
き
、
貿
易
制
度
が
改
め
ら
れ
た
。
主
な
点
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

輸
入
品
は
、
商
品
に
よ
り
価
格
の
五
％
（
船
の
綱
具
造
作
修
理
な
ど
に
使
用

す
る
品
・
捕
鯨
用
具
・
蒸
気
機
械
・
ト
タ
ン
・
鉛
・
錫
・
石
炭
・
鳥
獣
・
生
絹
・

米
籾
・
パ
ン
・
小
麦
粉
・
塩
漬
食
物
等
）、
三
五
％
（
酒
）、
二
〇
％
（
そ
の
他
）

の
関
税
を
納
め
る
こ
と
。
軍
用
品
の
輸
入
は
長
崎
会
所
の
み
が
こ
れ
ま
で
通
り

行
う
。
輸
出
品
は
、
外
国
人
か
ら
五
％
の
関
税
を
徴
収
す
る
。

な
お
、
鎖
国
期
に
お
け
る
貿
易
の
主
力
で
あ
っ
た
唐
船
（
中
国
船
）
と
の
貿

易
は
こ
れ
ま
で
の
通
り
と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
、
船
が
入
港
せ
ず
思
う
よ

う
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
主
要
な
輸
出
品
で
あ
る
銅
は
、
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
の
日
蘭
追
加
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
輸
出
が
禁

じ
ら
れ
た
。中
国
へ
の
銅
の
輸
出
も
長
崎
廻
銅
百
万
斤
は
確
保
さ
れ
た
も
の
の
、

唐
船
来
航
減
に
よ
り
減
少
さ
せ
る
方
向
に
な
っ
た
（
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

七
月
で
廻
銅
廃
止
）。

ま
た
、
俵
物
に
つ
い
て
は
、
長
崎
会
所
が
独
占
的
に
扱
う
こ
と
と
し
た
が
、

条
約
締
結
国
と
の
間
で
約
束
さ
れ
た
自
由
貿
易
と
は
反
す
る
こ
と
か
ら
、
抗
議

を
受
け
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
は
、
自
由
売
買
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
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長
崎
会
所
は
大
き
な
収
益
の
柱
を
失
っ
た
。

安
政
五
・
六
年
の
会
計
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る4

。

　

 　

長
崎
で
は
日
蘭
追
加
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
同
五
年
か
ら
英
米
を
含
む

相
対
取
引
が
開
始
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
銀
札
代
や
白
蠟
石
灰
等
の
新

し
い
輸
出
品
代
・
諸
種
伝
習
費
用
等
に
よ
り
、
長
崎
会
所
の
財
政
規
模
は

勘
定
帳
の
二
重
計
上
を
除
い
て
も
同
年
か
ら
倍
増
し
（
唐
方
・
町
方
・
地

方
は
不
変
）、
本
格
的
開
港
の
同
六
年
に
は
欧
米
貿
易
の
飛
躍
的
拡
大
と

新
規
の
雑
費
諸
要
に
よ
り
、
さ
ら
に
一
・
五
倍
増
と
な
っ
た
。
し
か
し
収

益
率
は
低
関
税
主
義
と
、
貿
易
独
占
の
瓦
解
に
よ
り
著
し
く
低
下
し
、
こ

れ
は
「
都
而
是
迄
之
通
」
と
さ
れ
た
唐
方
に
も
波
及
し
（
唐
貿
易
も
天
保

以
後
諸
般
の
変
質
を
み
、
中
国
の
戦
乱
と
欧
米
船
の
日
中
間
貿
易
の
影
響

は
大
き
い
）、
会
所
財
政
は
薄
利
多
売
方
式
へ
の
転
換
と
借
銀
、
と
り
わ

け
唐
貿
易
や
主
要
商
品
の
独
占
維
持
、
銀
銭
代
銀
の
下
附
、
貿
易
運
上
免

除
等
の
幕
府
の
強
い
て
こ
入
れ
を
必
要
と
し
た
。

こ
こ
で
前
述
の
天
保
一
三
年
と
安
政
五
・
六
年
の
財
政
の
変
化
を
比
べ
て
み

る
。
歳
入
の
増
加
分
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
お
い
て
は
、
町
方
へ
の

輸
出
銅
売
払
い
銀
四
、一
八
五
貫
、
置
附
用
意
銀
か
ら
の
流
用
と
商
人
か
ら
の

調
達
銀
八
二
〇
〇
貫
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
銀
一
五
、八
四
三
貫
と
合
わ
せ
て

銀
二
七
、八
六
八
貫
と
な
っ
て
い
る
。
置
付
用
意
銀
は
、宝
暦
四
年（
一
七
五
四
）

以
降
、
外
国
船
入
港
が
途
絶
え
た
時
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
年
に
銀
二
〇
〇

～
三
〇
〇
貫
を
積
み
立
て
て
い
た
も
の
で
あ
る5

。
安
政
六
年
は
利
付
調
達
用

の
銀
一
六
、一
一
三
貫
と
銀
札
交
換
用
と
し
て
幕
府
か
ら
下
げ
渡
さ
れ
た
銀

二
一
、二
八
二
貫
、
そ
し
て
唐
船
の
入
港
が
三
隻
に
及
び
、
取
引
額
が
拡
大
し

た
こ
と
に
よ
る
増
額
が
あ
る
。

一
方
、
歳
出
は
、
安
政
五
年
の
場
合
、
英
米
向
け
輸
出
品
の
品
代
が
銀
二
、

〇
三
一
貫
、
開
港
・
伝
習
所
関
係
費
用
が
銀
一
、七
九
〇
貫
、
銀
札
費
用
や
白
蠟
・

石
炭
囲
い
所
普
請
費
が
銀
一
、四
〇
〇
貫
な
ど
合
わ
せ
て
銀
一
七
、七
六
五
貫
増

加
し
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
に
は
開
港
に
伴
う
湊
会
所
、
教
授
所
の
設
置

に
よ
る
地
役
人
の
身
分
引
き
直
し
、
出
島
の
運
営
方
法
の
変
更
に
よ
る
役
人
数

の
減
少
で
経
費
の
減
少
、
そ
の
一
方
で
貿
易
拡
大
に
よ
る
調
達
す
る
品
代
の
増

加
で
銀
五
、二
〇
〇
貫
の
増
、
居
留
地
造
成
や
湊
会
所
の
入
用
、
観
光
丸
の
運

用
経
費
に
よ
り
新
規
で
銀
八
五
三
貫
の
増
加
と
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
開
港
に
伴
う
経
費
の
増
加
が
あ
っ
た
も
の
の
、
地
役
人
の

役
料
や
市
政
に
か
か
る
経
費
は
あ
ま
り
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
い
え
る
。

前
掲
書
『
増
補
長
崎
略
史　

下
』
第
一
九
巻
「
長
崎
会
所
歳
計
志
」
に
は
、

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
歳
出
予
算
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
歳
出
総
額
は
、

銀
二
五
、五
六
五
貫
八
七
七
匁
で
、
そ
の
内
、「
地
役
人
役
料
手
当
褒
美
銀
等
」

は
銀
三
、五
三
一
貫
八
七
五
匁
、「
箇
所
銀
竈
銀
救
助
銀
等
」
は
銀
九
〇
三
貫

九
一
四
匁
と
な
っ
て
い
る
。
歳
出
額
は
、
前
述
の
天
保
十
三
年
の
一
七
八
％
、

安
政
六
年
の
三
五
％
の
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

石
井
孝
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
安
政
年
間
の
多
額
に
及
ぶ
臨
時
的
支
出

に
よ
り
置
付
用
意
銀
と
い
っ
た
長
崎
会
所
の
蓄
え
が
枯
渇
し
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
ま
で
の
三
年
間
で
会
所
の
収
支

が
マ
イ
ナ
ス
三
三
万
両
と
な
っ
た6

。

ま
た
、安
政
六
年
の
時
点
で
、地
役
人
は
一
、六
八
〇
人
を
数
え
、役
料
米
二
、

九
七
七
石
余
、
役
料
銀
二
、八
七
九
貫
目
余
に
及
ん
だ7

。
こ
れ
は
、
天
保
一
三

年
と
比
べ
る
と
三
八
九
人
の
減
員
と
な
っ
て
い
る
。
横
浜
や
箱
館
が
開
港
し
外

国
商
人
と
の
貿
易
が
本
格
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
条
約
国
領
事
と
の
交
渉
な
ど

も
増
え
て
き
た
こ
と
で
通
詞
ら
が
各
開
港
場
へ
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。



− −46

（
三
）　

慶
応
年
間
の
収
支
と
行
財
政
改
革

慶
応
元
年
、
財
政
の
改
善
策
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
売
込

商
人
は
、
銀
一
貫
目
に
付
銀
五
匁
ず
つ
を
冥
加
と
し
て
差
出
し
、
こ
の
内
、
二

匁
は
町
方
入
用
、
三
匁
は
払
底
之
品
を
買
入
す
る
際
の
手
当
と
し
て
備
え
置
く

こ
と
と
し
た8

。

同
年
六
月
、
運
上
所
の
税
銀
・
引
替
洋
銀
・
引
替
元
下
ヶ
金
は
、
長
崎
会
所

へ
引
き
継
が
ず
に
運
上
所
一
手
と
し
、会
所
会
計
は
、商
法
益
銀
又
は
、御
下
ヶ

金
な
ど
で
や
り
く
り
す
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
関
税
が
長
崎
の
市
中
経
営

の
原
資
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
幕
府
へ
上
納
さ
れ
る
べ
き
公
金
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る9

。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
浚
渫
費
用
は
会
所
銀
で
賄
っ
て
い
た
が
、
新
商
法
に
よ
り

手
当
て
で
き
な
い
た
め
、
長
崎
港
に
入
港
す
る
船
か
ら
石
銭
を
取
り
立
て
て
港

内
の
浚
渫
費
用
に
充
て
て
よ
い
か
、
長
崎
奉
行
か
ら
御
勘
定
方
・
御
目
付
方
に

伺
い
を
立
て
て
い
る10

。

次
に
、
慶
応
二
年
の
会
所
の
収
支
を
「
慶
応
二
年
寅
年
長
崎
会
所
勘
定
帳
」

で
み
て
み
る11

。

ま
ず
、
収
支
全
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
銀
建
て
か
ら
、
金
・
銭
・
銀
・
洋
銀
と

複
数
の
通
貨
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
財
政
規
模
と
の
比
較
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
。
中
村
氏
は
、
こ
れ
を
銀
建
て
に
換
算
し
、
六
、一
一
八
貫
の
黒

字
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
年
の
繰
越
分
を
除
く
と
大
幅
な
赤
字
と

も
指
摘
し
て
い
る
。

歳
入
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
安
政
六
年
の
開
港
に
よ
り
、
長
崎
の
独
占
的
地
位

は
失
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
輸
入
品
に
対
す
る
「
掛
り
物
」
が
天
保
一
三
年
頃
の
貿

易
全
体
の
利
益
率
で
総
平
均
一
八
割
五
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
由
貿

易
に
よ
る
関
税
（
酒
の
三
割
五
分
を
特
例
と
し
、そ
の
他
の
商
品
は
二
割
以
下
）

の
導
入
に
よ
り
、
収
益
が
大
幅
に
落
ち
て
行
っ
た
。
め
ぼ
し
い
も
の
は
清
人
輸

入
の
唐
金
銀
に
対
す
る
対
価
と
し
て
の
銅
（
６
）12

、
俵
物
類
（
７
）、
御
種
人
参

（
８
）
の
輸
出
に
よ
る
利
潤
で
特
に
銅
の
占
め
る
額
が
大
き
い
。

歳
出
で
は
、
奉
行
所
役
金
ほ
か
奉
行
所
諸
役
人
の
役
料
・
手
当
な
ど
の
膨
張

が
目
立
つ
。（
31
～
36
、
74
）
な
お
、
地
役
人
の
役
料
・
手
当
等
（
37
、
42
、

43
、
51
～
54
、
57
、
60
、
62
な
ど
）
は
殆
ど
据
え
置
き
。
38
・
39
の
戸
別
配
当

銀
も
同
様
で
あ
る
。
開
国
に
伴
う
居
留
地
関
係
経
費
（
70
、
72
、
73
、
77
、

91
、
94
）
や
近
代
化
に
か
か
わ
る
諸
施
設
（
製
鉄
所
、
精
得
館
、
分
析
窮
理
所
、

済
美
館
）
の
経
費
（
61
、
83
～
87
、
92
）、
貿
易
品
輸
送
や
長
州
征
伐
に
加
わ
っ

た
御
備
・
御
雇
い
洋
船
の
経
費
や
出
兵
費
（
66
～
68
、
80
、
81
～
83
）
と
い
っ

た
幕
末
の
体
制
移
行
に
関
連
す
る
経
費
が
目
立
ち
、
財
政
規
模
の
膨
張
を
招
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

翌
慶
応
三
年
は
、
長
崎
の
行
財
政
機
構
が
大
き
く
変
化
し
た
年
で
あ
っ
た
。

同
年
四
月
、
こ
れ
ま
で
の
唐
蘭
商
法
に
か
か
る
加
役
を
廃
止
し
、
七
月
に
は
町

年
寄
以
下
を
廃
止
し
、
調
役
並
・
同
心
・
勘
定
役
並
・
書
物
役
・
通
詞
・
上
番
・

本
船
番
・
下
番
と
し
、
切
米
や
扶
持
米
に
手
当
金
を
給
し
、
職
務
な
き
者
は
皆

遊
撃
隊
に
編
成
し
兵
役
に
つ
か
せ
る
と
い
う
地
役
人
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ

た
。
各
町
の
人
別
改
め
等
の
住
民
掌
握
と
町
内
の
維
持
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た

乙
名
は
、
こ
の
時
、
他
の
地
役
人
と
と
も
に
奉
行
所
直
属
の
役
人
と
な
り
、
代

わ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
組
頭
（
丸
山
・
寄
合
町
は
差
配
）・
日
行
使
が
肝
煎
・
行

事
と
改
め
ら
れ
、
彼
ら
の
給
銀
は
、
各
町
民
の
負
担
で
運
営
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
地
役
人
の
数
が
一
、四
三
七
人
に
減
員
さ
れ
た13

。

経
費
節
減
の
た
め
、
七
月
に
は
箇
所
銀
・
竃
銀
の
支
給
が
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、

八
朔
銀
も
不
要
と
な
り
、
貿
易
利
益
の
分
配
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

長
崎
会
所
は
、「
長
崎
仮
御
金
蔵
」
と
改
め
ら
れ
九
月
よ
り
収
納
は
も
ち
ろ

ん
全
て
幕
府
の
御
金
蔵
に
収
め
、
役
所
向
入
用
は
一
ヵ
年
の
金
高
を
定
め
御
金

蔵
か
ら
渡
す
こ
と
、
居
留
場
掛
御
手
当
も
同
所
地
料
歩
銀
か
ら
支
払
っ
て
い
た
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が
、
こ
れ
か
ら
の
入
用
は
御
金
蔵
か
ら
渡
し
歩
銀
は
す
べ
て
御
金
蔵
に
納
め
る

こ
と
と
し
た14

。

惣
町
の
維
持
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
地
下
配
分
金
（
戸
別
配
当
銀
）
で
賄
っ

て
き
た
公
役
銀
、
地
子
銀
、
貫
銀
（
町
の
雑
入
用
）、
橋
の
普
請
に
か
か
る
費

用
、
寺
社
方
の
祈
祷
拝
札
料
、
寺
社
の
修
復
寄
附
銀
な
ど
を
、
町
人
た
ち
の
負

担
だ
け
で
は
財
源
が
不
足
す
る
た
め
、
諸
品
販
売
の
商
人
や
諸
職
人
に
対
し
て

営
業
許
可
の
鑑
札
を
発
行
す
る
代
わ
り
に
冥
加
銀
を
徴
収
す
る
と
と
も
に
、
新

た
な
財
源
と
し
て
長
崎
に
流
入
し
て
い
た
出
稼
ぎ
や
奉
公
人
な
ど
の
「
旅
人
」

か
ら
「
冥
加
金
」
を
納
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
長
崎
で
消
費
さ
れ
る
酒
や
そ
の

空
樽
の
売
却
に
課
税
し
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
し
た15

。

し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
財
源
の
確
保
が
上
手
く
い
か
ず
、
同
年
一
一

月
に
二
〇
〇
〇
両
の
拝
借
を
年
番
行
事
・
肝
煎
が
願
い
出
て
い
る16

。

ま
た
、
本
籠
町
の
収
支
の
見
積
り
が
「
町
方
御
用
留　

明
治
一
年
／
第
一   

文
書
科
事
務
簿
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り17

、
こ
れ
を
み
る
と
慶
応
四
年
の
半
年

分
の
収
入
と
し
て
町
内
四
一
箇
所
半
か
ら
月
に
銭
一
貫
文
ず
つ
を
徴
収
し
て

二
四
九
貫
文
を
集
め
、
こ
れ
に
対
し
自
身
番
所
の
油
代
や
番
人
の
給
料
を
は
じ

め
二
〇
七
貫
六
五
六
文
の
支
出
と
地
子
銀
（
額
未
記
載
）
を
見
込
み
、
そ
の
結

果
「
差
引
不
足
」
と
な
る
た
め
、
取
敢
え
ず
七
月
ま
で
の
残
金
で
し
の
ぎ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
追
加
徴
収
も
考
え
て
は
い
る
が
、
住
人
の
負
担
の
み
で
は
賄
え

な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
行
財
政
改
革
の
成
果
の
行
方
は
、
翌
年
に
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ

と
と
な
り
明
ら
か
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
新
政
府
の
体
制
下
に
お
い
て
長

崎
の
財
政
構
造
が
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
証
し

て
い
き
た
い
。

二　

明
治
初
期
に
お
け
る
長
崎
県
の
財
政

（
一
）　

行
政
組
織
の
変
遷

慶
応
三
年
一
二
月
に
新
政
府
が
樹
立
し
た
の
ち
、
翌
四
年
正
月
二
五
日
、
九

州
の
鎮
撫
総
督
に
沢
宣
嘉
が
任
命
さ
れ
る
。
同
年
二
月
一
日
に
長
崎
の
民
政
を

担
当
す
る
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
と
、
翌
二
日
に
沢
宣
嘉
が
長
崎
裁
判
所
総
督

を
兼
務
す
る
こ
と
と
な
る
。

沢
宣
嘉
は
、
二
月
一
五
日
に
着
任
し
た
後
で
達
書
を
出
し
、
長
崎
の
地
役
人

を
一
旦
全
員
解
雇
し
、
世
襲
・
永
禄
を
廃
止
し
て
改
め
て
適
任
者
を
採
用
す
る

こ
と
を
宣
言
し
た18

。
そ
し
て
、
二
月
十
六
日
に
新
た
に
職
を
設
け
た19

。

「
長
崎
県
史
稿　

制
度
編　

職
制
（
慶
応
四
年
―
明
治
八
年
）」
に
よ
れ
ば20

、

同
二
月
に
「
代
官
以
下
ノ
旧
吏
員
ヲ
廃
シ
其
職
務
ヲ
改
正
シ
テ
新
ニ
之
ヲ
選
任

シ
且
其
分
菅
ヲ
定
ム
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
体
制
を
敷
い
た
。

【
史
料
一
】

　

総
督
支
配　

取
締
役
、
取
締
助
役
、
兵
隊
世
話
役

　

参
謀
支
配　

聖
廟
学
頭
、
兵
隊
世
話
役
助
役
、
出
納
元
締

　
　
　
　
　
　

新
組
小
頭
、
出
納
方
、
新
組

　
　
　
　
　
　

出
納
方
並
、
通
弁
方
頭
取
、
書
役

　
　
　
　
　
　

新
組
並
、
聖
廟
世
話
役

　

取
締
役
支
配　

船
番
、
牢
屋
及
徒
刑
場
係
医

　

取
締
役
助
支
配　

下
番

　

公
事
方
掛
新
組
支
配　

牢
守
、
牢
番

こ
こ
で
は
、
幕
末
に
結
成
さ
れ
た
遊
撃
隊
（
同
年
四
月
一
九
日
に
振
遠
隊
と
改

称
）
の
他
、
長
崎
聖
堂
・
会
計
・
司
法
な
ど
の
担
当
部
門
が
置
か
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
本
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕
末
に
開
設
さ
れ
た
製
鉄
所
、
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精
得
館
（
同
年
、
長
崎
府
医
学
校
・
病
院
と
改
称
）、
済
美
館
（
同
年
、
広
運

館
と
改
称
）
は
、
後
述
の
と
お
り
引
き
続
き
運
営
さ
れ
た
。

同
年
五
月
四
日
、
長
崎
裁
判
所
を
長
崎
府
と
改
め
、
沢
が
引
き
続
き
知
府
事

に
就
任
す
る（
一
年
後
に
府
知
事
と
改
称
）。「
分
限
帳　

明
治
元
年
六
月　

改
」

に
よ
れ
ば
、
職
員
は
九
五
四
人
（
一
五
部
門
三
四
役
職
）
に
再
編
さ
れ
た21

。
ま

た
『
長
崎
府
職
員
録
』
に
よ
れ
ば
、
職
員
数
は
九
八
九
人
（
二
四
部
門
一
三
〇

役
職
）
と
な
っ
た22

。
各
部
局
の
職
制
章
程
が
明
治
元
年
一
〇
月
に
定
め
ら
れ
、

そ
の
内
容
は
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

職
制
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
六
月
二
十
日
、
長
崎
府
が
長
崎
県
と
改
称
さ
れ
る

と
、
ま
た
組
織
の
改
革
が
図
ら
れ
、
多
く
の
地
役
人
が
免
職
と
な
り
、
役
職
に

応
じ
て
捨
扶
持
が
与
え
ら
れ
た
。

翌
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
『
長
崎
県
職
員
録
』
に
よ
れ
ば
、四
六
九
人
（
一
三

部
門
一
〇
八
役
職
）
と
な
り
、
慶
応
三
年
と
比
べ
て
九
六
七
人
減
、
明
治
元
年

の
分
限
帳
と
比
べ
て
四
八
五
人
減
と
な
っ
た23

。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
十
四
日
、
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、
島
原
・

平
戸
・
福
江
・
大
村
・
厳
原
県
が
誕
生
す
る
。
な
お
、
旧
佐
賀
藩
領
（
彼
杵
郡

六
か
村
、
高
来
郡
三
九
か
村
）
は
佐
賀
県
の
管
轄
と
な
り24

、
同
地
域
が
長
崎
県

へ
編
入
さ
れ
た
の
は
明
治
五
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る25

。

明
治
四
年
十
一
月
十
四
日
、
長
崎
県
の
ほ
か
、
島
原
・
平
戸
・
大
村
・
福
江

の
五
県
を
合
併
し
て
新
た
に
長
崎
県
と
な
る26

。
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
長
崎

と
の
財
政
状
況
の
比
較
を
行
う
こ
と
か
ら
、
取
り
扱
う
時
期
を
こ
こ
ま
で
と
す

る
。次

に
民
生
担
当
の
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

慶
応
三
年
の
改
革
で
、
多
く
の
地
役
人
は
、
長
崎
奉
行
所
の
役
人
と
な
り
、

町
人
身
分
か
ら
離
れ
た
た
め
、
長
崎
市
中
の
民
政
を
担
当
す
る
肝
煎
・
行
事
が

置
か
れ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
こ
れ
が
明
治
に
入
り
更
に
組
織
が
見
直
さ
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
後
に
示
す
民
政
の
経
費
に
か
か
わ
る
問
題
と
な
る

の
で
こ
こ
で
概
観
し
て
お
き
た
い27

。

明
治
元
年
七
月
、「
組
町
」
が
設
定
さ
れ
、
肝
煎
を
各
町
一
人
に
減
員
、
行

事
は
廃
止
と
す
る
。
同
年
一
一
月
、
肝
煎
と
丸
山
町
・
寄
合
町
差
配
人
を
乙
名

と
改
称
す
る
。
明
治
二
年
一
〇
月
、
組
町
を
掛
町
と
改
称
し
、
乙
名
を
掛
乙
名

と
し
（
一
人
で
二
町
を
担
当
さ
せ
、
乙
名
を
半
分
に
減
員
す
る
）、
官
選
で
掛

乙
名
四
一
人
（
う
ち
、
頭
取
一
人
、
年
寄
四
人
）
を
決
め
る
。
明
治
四
年
三
月
、

掛
乙
名
を
解
任
し
、
三
・
四
月
に
町
年
寄
一
七
人
と
副
年
寄
二
名
を
任
命
し
、

そ
の
後
、
町
を
二
～
七
町
の
一
七
区
画
に
分
類
す
る
。
こ
の
結
果
、
民
政
の
担

当
者
が
慶
応
三
年
と
比
べ
て
大
幅
に
減
員
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
二
）　

明
治
初
期
に
お
け
る
長
崎
県
の
管
轄
地
域

明
治
初
期
に
お
け
る
長
崎
県
（
長
崎
裁
判
所
及
び
長
崎
府
時
代
を
含
む
）
の

管
轄
地
に
関
し
て
は
、
杉
谷
昭
氏
の
「
明
治
初
年
に
お
け
る
長
崎
府
考
」
な
ど

で
論
じ
ら
れ
て
い
る28

。

慶
応
四
年
一
月
に
、
沢
宣
嘉
が
九
州
鎮
撫
総
督
に
任
じ
ら
れ
九
州
一
円
を
管

轄
す
る
こ
と
と
な
り
、
閏
四
月
に
は
九
州
一
円
の
御
料
所
（
新
政
府
直
轄
地
と

さ
れ
た
旧
幕
府
の
西
国
筋
郡
代
や
長
崎
代
官
の
管
轄
地
）
が
長
崎
裁
判
所
の
所

管
と
さ
れ
、
御
料
所
御
用
掛
や
同
取
調
掛
と
し
て
旧
大
村
藩
士
の
福
田
輿
ら
が

派
遣
さ
れ
た
。

同
年
五
月
に
は
長
崎
裁
判
所
か
ら
長
崎
府
へ
組
織
替
え
と
な
り
他
の
各
御
料

所
が
県
と
な
っ
た
折
に
裁
判
所
の
佐
々
木
三
四
郎
が
肥
後
国
天
草
の
富
岡
知
県

事
に
、
松
方
助
左
衛
門
（
正
義
）
が
日
田
知
県
事
に
任
命
さ
れ
、
長
崎
裁
判
所

の
管
轄
か
ら
離
れ
た29

。
同
年
八
月
、
廃
止
さ
れ
た
天
草
県
域
（
肥
後
国
天
草
郡

と
八
代
郡
の
一
部
）
や
福
岡
藩
預
り
の
浦
上
村
、
筑
後
国
三
池
郡
も
長
崎
府
の

支
配
と
な
る30

。ま
た
、肥
前
国
松
浦
郡
の
一
部
も
長
崎
府
の
管
轄
に
な
っ
て
い
た
。
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な
お
、
本
稿
で
は
、
後
述
す
る
明
治
初
期
の
長
崎
県
（
裁
判
所
・
長
崎
府
時

代
を
含
む
）
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
論
じ
る
観
点
か
ら
、
関
係
資
料
に
示
さ
れ

て
い
る
肥
前
国
彼
杵
・
高
来
・
松
浦
三
郡
の
一
部
・
肥
後
国
天
草
・
八
代
二
郡

の
一
部
・
筑
前
国
三
池
郡
を
長
崎
県
域
と
す
る
。

（
三
）　

明
治
初
期
の
長
崎
県
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

　

ア　

会
計
に
関
す
る
資
料

裁
判
所
の
会
計
に
つ
い
て
、
新
政
府
は
、「
九
州
ノ
租
税
ヲ
以
テ
補
充
可
然

与
存
候
」
と
自
前
の
財
源
確
保
を
求
め
て
い
る31

。

明
治
二
年
二
月
五
日
に
定
め
ら
れ
た
府
県
施
政
の
大
綱
に
は
、「
一
、
平
年

租
税
ノ
高
ヲ
量
リ
其
府
県
常
費
ヲ
定
ム
ル
事　

会
計
官
ノ
大
急
務
量
入
為
出
ノ

基
本
ト
ス
」
と
う
た
い
、
通
常
徴
収
さ
れ
る
税
額
を
基
本
に
行
政
に
係
る
経
費

を
設
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

明
治
初
期
の
長
崎
県
の
財
政
の
概
要
は
、「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計

（
明
治
元
～
八
年
）」
に
記
さ
れ
て
い
る32

。
な
お
、
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
経
緯

な
ど
は
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
紹
介
さ
れ
て
お
り33

、
現
在
、
国

立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
稿
本
は
、
長
崎
県
に
保
管
さ
れ
、
現
在
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
が

所
蔵
し
て
い
る
。

こ
こ
で
本
稿
の
対
象
と
し
て
い
る
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
）
か
ら
同
四
年
の

出
納
額
を
整
理
す
る
と
、
表
一
「
明
治
元
年
～
同
四
年　

収
支
一
覧
」
の
と
お

り
と
な
る
。

当
該
史
料
に
は
、
歳
入
・
歳
出
の
各
種
別
と
そ
の
金
額
（
石
高
）
の
み
が
記

載
さ
れ
、
そ
の
財
源
や
費
目
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
詳
細
な
内
訳
を
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
は
長
崎
会
所
の
収
支
が
銀
建
て
で
表
示
さ
れ
て

き
た
の
に
対
し
て
（
但
し
慶
応
二
年
分
は
、
銀
の
他
に
金
・
銭
・
洋
銀
建
て
）、

元年 二年正月～九月 二年一〇月～三年九月 三年一〇月～四年九月

収入

米 58,577石8斗6杓7撮 12,091石2斗7升9合2杓 17,977石9升5合8杓4撮 12,981石4斗6升9合9杓4撮

金 240,882両3分永160文1分 241,526円52銭2厘5毛 483,786円65銭5厘 334,590円64銭１厘4毛

洋銀 24,346弗26㌣ 6,109弗62㌣ 33,049弗52㌣ 9分7厘 23,108弗22㌣ 8分

銭 163,336貫193文 27,016貫606文 87,487貫288文 133,353貫234文

支出

諸費

米 27,169石7斗5升3合5杓2撮 12,091石2斗7升9合2杓 13,477石9升5合8杓4撮 12,981石4斗6升9合9勺4撮

金 193,435両2分111文 98,563円96銭 314,126円25銭5厘 166,117円71銭7厘1毛

洋銀 20,758弗64㌣ 6,109弗62㌣ 33,049弗52㌣ 9分7厘 23,108弗22㌣ 8分

銭 40,711貫110文 27,016貫606文 87,487貫288文 133,353貫234文

置

米 31,408石4升7合1杓5撮

金 47,447両1分永48文6分

洋銀 3,587弗62セント

銭 122,625貫83文

貸下
米 4,500石

金 10,998円6銭2厘5毛 22,378円75銭 70,183円9銭2厘

納済 金 41,964円50銭 147,281円65銭 98,296円9銭2厘

諸費

籾 76石8斗4合3杓3撮

麥（麦） 794石3斗5升2合4杓3撮

粟 11石8升2合

於胡 2,902斤

表一「明治元年～同四年　収支一覧」
「長崎県史稿　制度部　会計（明治元～八年）」より作成
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明
治
新
政
府
は
、
慶
応
四
年
五
月
に
幣
制
を
変
え
て
銀
遣
い
を
廃
止
し
、
金
建

て
と
銭
建
て
に
統
一
す
る
銀
目
廃
止
を
行
っ
た
た
め
、
当
該
資
料
は
、
米
穀
、

金
（
円
）・
洋
銀
・
銭
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
単
純
に
江
戸
時
代
鎖
国
期

の
財
政
規
模
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
収
支
の
内
訳
や

江
戸
時
代
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、「
自
明
治
元
年
至
同
八
年　

長
崎
県
出
納

勘
定
帳　

会
計
課
事
務
簿
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
一
四　

二
九
―
七　

以
下
「
長
崎
県
出
納
勘
定
帳
」
と
す
る
）
な
ど
の
資
料
を
使
い
な

が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

イ　

会
計
年
度

会
計
年
度
の
始
期
と
終
期
は
、
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
料　

制
度
部　

会
計

（
明
治
元
～
八
年
）」
の
「
附
録
」
の
項
に
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】

　

明
治
元
年

　

 

〇
官
費
ハ
総
テ
管
内
ノ
租
税
及
ヒ
従
前
ノ
餘
金
ヲ
合
シ
以
テ
諸
般
ノ
用
途

ニ
支
消
シ
當
時
未
曽
テ
其
定
額
ヲ
設
ケ
ス
而
テ
毎
歳
九
月
ヲ
期
ト
シ
其
費

額
ヲ
計
算
セ
リ

会
計
の
始
期
は
一
〇
月
で
翌
年
九
月
末
が
終
期
と
な
る
。
し
か
し
、
明
治
元

年
と
同
二
年
は
制
度
の
過
渡
期
で
始
期
と
終
期
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

ウ　

歳
入

「
長
崎
県
史
料　

制
度
部　

租
法
」
の
「
戊
辰
年
以
降
正
租
雑
税
ノ
沿
革
」

の
項
に

【
史
料
三
】

　

 

直
隷
ノ
地
、
九
州
ニ
碁
布
ス
ル
者
、
当
時

総
テ
長
崎
府
ノ
管
地
ト
ナ
レ
リ
。
此
年
、

奥
羽
征
討
ノ
役
起
リ
、
官
庫
頗
ル
虚
耗

ス
。
九
月
一
〇
日
、
会
計
官
ヨ
リ
府
庁
ニ

令
シ
、
其
徴
租
ヲ
以
テ
奥
羽
ノ
軍
資
ニ
供

セ
シ
ム
。
因
テ
米
穀
ハ
大
阪
ニ
回
漕
シ
、

金
貨
ハ
直
ニ
会
計
官
ニ
納
ム
。

と
あ
り34

、
長
崎
県
（
当
時
は
長
崎
府
）
の
主
な

租
税
は
、
管
轄
地
内
で
収
納
さ
れ
た
米
穀
及
び

現
金
（
両
・
円
ほ
か
）
で
、
表
一
の
と
お
り
洋

銀
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
。
洋
銀
と
は
、
幕
末

か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
貿
易
上
の
決
済
通
貨

と
し
て
流
入
し
た
メ
キ
シ
コ
銀
貨
（
弗
）
を
指

す35

。明
治
元
年
の
長
崎
府
（
長
崎
裁
判
所
）
の
管

轄
地
の
石
高
は
、
前
掲
書
「
長
崎
県
出
納
勘
定

帳
」
に
よ
れ
ば
、表
二
「
明
治
元
年
長
崎
府
（
長

崎
裁
判
所
）
支
配
地
石
高
一
覧
」
の
と
お
り
と

な
る
。
こ
れ
は
「
旧
高
旧
領
取
調
帳
」
に
記
さ

れ
た
石
高
や
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度

部　

租
法
」
の
う
ち
「
長
崎
旧
管
地
反
別
元
高

及
ヒ
貢
租
ノ
概
計
」
の
石
高
と
は
若
干
の
差
異

が
あ
る
。

国　名
石　　　高 貢米・大豆 貢　　　金

石 斗 升 合 夕 才 石 斗 升 合 夕 才 両 分 永 ト

肥　前 24,906 9 4 2 5 4 7,662 1 9 5 1,718 3 146 7

肥　後 25,307 3 4 5 9 12,811 2 4

筑　後 9,790 4 9 8 5 6 3,188 2 7 3

合計 60,004 7 8 7 23,661 3 1 6 5 1,718 3 146 7

表二　「明治元年長崎府（長崎裁判所）支配地石高一覧」
「自明治元年至同八年　長崎県出納勘定帳　会計課事務簿」のうち「明治元戊辰年御勘定目録」より作成
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歳
入
の
内
訳
は
、表
三
「
明
治
元
年　

長
崎
府
（
長
崎
裁
判
所
）
歳
入
一
覧
」

の
と
お
り
で
、
そ
の
第
一
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
米
穀
は
、
前
に
示
し
た
長
崎
県

（
当
時
は
長
崎
裁
判
所
・
長
崎
府
）
が
管
轄
し
た
肥
前
・
肥
後
・
筑
後
国
各
郡

の
貢
米
と
日
田
か
ら
廻
送
さ
れ
た
米
な
ど
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
江
戸
時
代
の

長
崎
市
中
は
米
の
生
産
が
ほ
ぼ
な
く
、
地
役
人
へ
給
付
す
る
扶
持
米
や
市
中
で

消
費
さ
れ
る
米
を
賄
う
た
め
、
九
州
を
中
心
に
各
地
か
ら
米
が
廻
漕
さ
れ
て
お

り
、「
金
井
八
郎
翁
備
考
録　

第
八
下　

雑
載
」
に
よ
れ
ば36

、
幕
末
に
は
そ
の

量
は
約
三
万
石
に
も
及
び
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
引
続
き
廻
送
さ
れ
て
い
た

と
し
て
い
る37

。

明
治
元
年
分
及
び
明
治
二
年
正
月
始
期
分
は
、
期
間
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
比

較
が
難
し
い
が
、
同
二
年
一
〇
月
始
期
分
で
一
七
、六
六
七
石
余
を
計
上
し
て

い
る
。
そ
の
後
の
明
治
三
年
一
〇
月
始
期
分
と
同
四
年
一
〇
月
始
期
分
も
ほ
ぼ

同
様
の
石
高
が
計
上
さ
れ
て
お
り
比
較
的
安
定
的
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。

慶
応
四
年
（
明
治
元
）
八
月
付
の
行
政
官
達
文
に
よ
れ
ば
、
同
年
以
来
、
日

田
郡
の
租
税
二
万
石
を
輸
漕
す
る
と
し
て
お
り38

、
前
掲
資
料
「
長
崎
県
出
納
勘

定
帳
」
に
よ
れ
ば
、
表
三
の
と
お
り
明
治
元
年
に
は
一
五
、五
〇
〇
石
が
廻
漕

さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
現
金
収
入
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
一
で
は
、
明
治
二
年
一
〇
月
始
期

分
が
四
八
三
、七
八
六
円
と
規
模
が
一
番
大
き
い
が
、
年
度
間
の
増
減
の
要
因

に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

表
三
で
は
、
各
管
轄
地
の
租
税
の
一
部
が
貢
金
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
ほ

か
様
々
な
名
目
の
税
・
冥
加
・
運
上
金
な
ど
が
納
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
も
、
金
貨
に
よ
る
収
入
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。

長
崎
市
中
に
限
っ
て
い
え
ば
、
地
子
金
、
旧
長
崎
会
所
の
残
余
金
、
大
坂
長

崎
産
物
会
所
・
製
鉄
所
・
医
学
校
の
各
納
金
、
長
崎
へ
入
港
す
る
和
船
の
手
数

料
、
日
田
廻
漕
米
の
前
年
分
売
替
金
、
外
国
管
事
役
所
納
金
が
あ
る
。
旧
長
崎

会
所
の
残
余
金
を
除
け
ば
、
産
物
会
所
や
外
国
管
事
役
所
の
納
金
が
大
き
く
金

貨
収
入
全
体
の
二
割
程
を
占
め
て
い
る
。

地
子
金
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
、
長
崎
惣
町
の
う
ち
外
町
五
四
ヵ
町
は
、

地
子
銀
を
収
め
て
い
た
が
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
）
七
月
、
長
崎
市
中
の
内
町

も
外
町
に
準
じ
て
地
子
（
銀
）
を
収
め
る
代
わ
り
に
、
船
手
町
・
陸
手
町
の
公

用
船
公
役
人
足
の
役
務
は
廃
止
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
明
治
二
年

三
月
、
地
子
銀
を
免
じ
従
前
の
公
役
は
旧
格
に
復
し
て
勤
め
る
こ
と
が
通
達
さ

れ
た39

。
し
た
が
っ
て
、内
町
の
地
子
銀
は
短
期
間
で
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

外
国
管
事
役
所
納
金
は
、
幕
末
に
貿
易
制
度
が
変
更
し
、
輸
出
入
品
に
対
し

て
課
せ
ら
れ
た
関
税
な
ど
で
あ
る
。
慶
応
四
年
（
明
治
元
）
五
月
に
は
、
梅
香

崎
の
運
上
所
を
外
国
管
事
役
所
と
改
称
し
、
明
治
二
年
九
月
六
日
、
外
務
局
と

改
称
さ
れ
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
月
十
日
、
関
税
事
務
が
大
蔵
省
租

税
寮
の
直
轄
と
な
る40

。

関
税
の
他
に
も
船
舶
の
入
出
港
に
伴
う
手
数
料
、
貿
易
商
人
や
居
留
場
で
働

く
諸
職
人
や
労
働
者
の
鑑
札
料
が
雑
税
と
し
て
徴
収
さ
れ41

、
運
上
所
（
外
国
管

事
役
所
）
で
所
用
の
経
費
を
差
し
引
い
た
の
ち
、
長
崎
裁
判
所
（
長
崎
府
）
へ

納
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
貿
易
に
伴
う
関
税
な
ど
の
流
れ
は
、「
長
崎
港
税
関
収
納
仕
訳
書　

明
治
三
年
～
同
四
年   

会
計
課
事
務
簿
」
に
あ
る
「
庚
午
ゟ
辛
未
年
迄
長
崎
港

税
関
収
税
納
拂
仕
訳
書
」
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る42

。
こ
れ
を
ま
と
め
た

も
の
が
表
四
「
明
治
元
年　

長
崎
港
租
税
収
支
一
覧
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
）
の
場
合
、
一
年
間
に
徴
収

さ
れ
る
関
税
が
金
五
〇
、五
〇
八
両
余
、
洋
銀
六
八
、五
一
一
弗
余
、
銭

一
一
五
九
〇
貫
余
で
、
そ
の
他
前
年
の
雑
税
の
繰
越
分
等
を
加
え
て
こ
の
年

の
歳
入
が
五
六
、九
八
八
両
余
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
外
務
局
（
マ
マ　

当
時
は

運
上
所
・
外
国
管
事
役
所
）
の
遣
払
分
を
差
引
き
、
未
納
分
等
を
除
い
た
金
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貢金 銀 洋銀 銭
両 分 永 ト 貫 匁 ト 厘 弗 セント 厘 貫 文

10,446 1 247 4
1,718 3 146 7

12 2 155 9
24 2 22 2

215 1 189 4

2 162 4
5 241 8

547 2 4

1 127
265 1 216 3
10 2 203 2
1 3 115 9

1 75
3 1 111 4

3 176
3 2 248 3
3 1 100

3 118 4
1 156 7

2 2 150
1 2 58 3

1 83 4
4 3 133 2
1 16 7
3 96 7

2 218 3
2 175

2 69 2
2 3 101 7

1 150
1 3 246 7
6 1 161 8
9 2 174 5
1 3 41 1
1 56 7

3 115
2 125

1 2 91 6
1 235 1

1 75
8 88 3

108 3
141 7

492 3 169 3
1 133 6

2,385 2 236 9
1 142

109 2 65 4

121 2 179 5
60 1 168 1

118 3 6 8
133 1 122 8
30 135 1
1 2 150

13,585 1 112 5
293 1 146 4

59 14 6
34,308 142 8 48,254 645
29,993 1 163 7 30 133 3 5 1,258 47 11,799 107
10,031 3 220 2 51,450 736

262 1 56 9
226 3 4 2 26 439

2,476 1 216 1 722 66
37,632 3 13 2 23 104 9 5 4,177 45 3 3 657
7,251 1 42 7
2,155 3 25 940

374 1 11 4 5
391 1 124 9

4,659 223
54 1 165 1 34 349

7,800
11,815 3 240 59,429 89 11,382 933

707 71 9 450
37 2

10,000
25,300

150,186 2 195 7 53 238 3 66255 81 3 80083 522
61,348 1 66 7 48254 645
-5,939 -2 -94 -5 63553 666
-1,924 -137 -5 3370

578 2 177 2 -53 -238 -3
33,867 209 7 -45279 -55 -3
2,770 2 242 8 -28555 -640

240,887 3 160 1 24346 26 163336 193

一
一
、八
一
五
両
余
、洋
銀
五
九
、四
二
九
弗
余
他
が
長
崎
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
関
税
に
つ
い
て
は
、
明
治
五
年
七
月
に
大
蔵
省
租
税
寮
が
徴
収
す
る

こ
と
と
な
っ
た
が
、
前
掲
史
料
「
長
崎
港
税
関
収
納
仕
訳
書　

明
治
三
年
～
同

四
年　

会
計
課
事
務
簿
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
年
十
一
月
、
長
崎
港
輸
出
入
税
・

県
外
務
局
取
立
の
雑
税
を
租
税
権
頭
に
上
納
し
、
そ
の
全
額
を
出
納
頭
か
ら
受

取
っ
て
置
金
と
し
て
お
り
、
長
崎
県
が
財
源
確
保
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
財
源

を
引
き
続
き
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

洋
銀
は
、
貿
易
に
伴
う
関
税
や
手
数
料
と
し
て
先
に
紹
介
し
た
外
国
管
事
役

所
（
外
務
局
）
の
資
料
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
年
三
月
二
十
二
日
に

は
、
諸
税
金
を
外
国
人
か
ら
徴
収
す
る
時
は
、
全
て
メ
キ
シ
コ
ド
ル
と
す
る
こ

と
。
或
い
は
一
分
銀
と
定
め
、
日
本
の
紙
幣
が
混
ざ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
し

て
い
る43

。

な
お
、
洋
銀
は
、
明
治
元
年
に
は
表
三
の
と
お
り
六
六
、二
五
五
弗
余
が

い
っ
た
ん
納
め
ら
れ
、
こ
の
う
ち
四
五
、二
七
九
弗
が
金
貨
に
交
換
さ
れ
る
と

と
も
に
金
貨
一
九
二
四
両
余
が
洋
銀
三
、三
七
〇
弗
に
交
換
さ
れ
、
最
終
的
に

二
四
、三
四
六
弗
が
計
上
さ
れ
る
と
い
っ
た
換
金
が
行
わ
れ
て
い
る
。

町
方
に
か
か
る
歳
入
と
し
て
は
、「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
（
明
治

元
～
八
年
）」
の
「
附
録
」
項
の
明
治
二
年
条
の
記
事
に
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費　　　　目 国　　名 郡　　名 村　　名 備　　考 貢　米　・　大　豆
石 斗 升 合 夕 才

貢米・大豆 肥前・肥後・筑後 20,223 4 6 1
石代金納分 肥前・肥後・筑後
貢金 肥前
切畑小麦石代 肥前 彼杵 戸町
地子畑 肥前 彼杵 戸町
秣場役 筑後 三池 村々 4 2 4 2
小物成 肥前・肥後・筑後 村々
樹木代 肥前 松浦 村々 1 6
隔年山見取米金納 肥後 天草
糠藁代 肥前 松浦 村々
小物成 肥前・肥後・筑後 村々
細代役 筑後 三池 大牟田 1 3 5
新畑多葉粉地子 肥前 彼杵 浦上
所々築地并固取除空地架造地子等之分 肥前 彼杵 長崎市中
垣根山地子 肥前 彼杵 長崎・浦上
一毛畠地子 肥前 高来 古賀
林畑地子 肥前 高来 茂木
水主屋敷地子 肥前 彼杵 戸町
地料屋敷地子 肥前 彼杵 戸町
水車運上 肥前 村々
瓦焼竈運上 肥前 彼杵・高来 村々
瓦焼稼運上 肥前・肥後 村々
白魚運上 肥前 彼杵 浦上
水二口運上 肥前 彼杵 長崎・浦上
鮪網運上 肥前 彼杵・高来 村々
米小売運上 肥前 彼杵 戸町
鍛冶屋他運上 肥前 彼杵 戸町
鰻網運上 肥前 高来 日見
鰯網運上 肥前・肥後 村々
瓦土并焼竈運上 肥後 天草 村々
鶏冠苔役 肥後 天草 村々
焼物運上 肥後 天草 村々
焼物土運上 肥後 天草 村々
鋳物稼運上 肥後 天草 本戸馬場
砥石山運上 肥後 天草 村々
炭竈運上 肥前 松浦 平ノ山他1村
塩濱役 肥後 天草 村々
御林下草刈役金 肥前 松浦 岩屋
縄筵売上冥加 肥前 彼杵 浦上
石炭焼立冥加 肥前 彼杵 浦上
鮗網冥加 肥前 高来 日見
漁方冥加 肥前 彼杵・高来 村々
牛馬売買冥加 肥前 彼杵・高来 村々
船熛草置場冥加 肥前 彼杵 浦上
石炭山冥加 肥前・肥後 村々
瓦焼試稼冥加 肥前 高来 古賀
染灰稼冥加 肥前 松浦 村々
山方并諸色運上 肥後・筑後 村々
地代金 肥前 彼杵 長崎市中
口米 肥前・肥後・筑後 村々 151 6 9 9
口小麦金納 肥前 彼杵 戸町
口永 肥前・肥後・筑後 村々
夫米 肥前 松浦 村々 72 9 2 3
伝馬宿入用金納 肥前・肥後・筑後
六尺給米 肥前・肥後・筑後 74 1 1 7
御蔵前入用 肥前・肥後・筑後
出目米石代 肥前 彼杵 長崎・浦上
御林并並木損木拂代 肥前・肥後・筑後 村々
御林下草拂代 肥前 彼杵 長崎
辰春作夫食米金納 肥後 天草 村々
非常手当置米石代
卯置居米 肥前・肥後 村々 123 8 8 2 8
卯置居金 肥前 村々
払米 13,374 1 6 7 8 7
長崎府会計局有米 旧長崎会所
丁卯年分旧幕租税取立残 代官・郡代・諸藩預り所分 9,050 3 5 8
年賦返納金 同上
右（2）同断辰年分 同上
拂代金
大坂長崎産物会所納
製鉄所納
医学校納
欠所品地并差押物拂代過料残納
諸商人冥加金
帆別手数料 長崎港入港和船分
敷莚代納
廻漕米（日田） 15,500
買替米代金（※丁卯年分日田廻漕米）
長崎港外国事務役所納金
同上
見本として京都会計官より相下り候分請取
大坂表において銅代之内右（18）同断請取
羽州出兵入費として右（11の下）同断請取
史料上合計 79,862 4 2 2 7 7

交　　　換

-21,284 -6 -2 -2 -1

史料上最終合計 58577 8 6 7

表三「明治元年　長崎府（長崎裁判所）歳入一覧」
「自明治元年至同八年　長崎県出納勘定帳　会計課事務簿」のうち「明治元戊辰年御勘定目録」より作成
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【
史
料
四
】

　

 

明
治
二
年
商
業
鑑
札
ヲ
与
エ
冥
加
銀
ヲ
収
ム
冥
加
銀
ハ
総
テ
市
中
道
路
橋

梁
等
修
繕
ノ
費
用
ニ
供
シ
敢
テ
以
テ
官
庁
ノ
経
費
ニ
充
ル
者
ニ
非
ス
故
ニ

之
ヲ
市
中
ノ
豪
富
ニ
託
シ
テ
分
布
流
通
セ
シ
メ
其
息
ヲ
収
メ
テ
歳
晩
ニ
及

ヒ
其
子
母
金
ヲ
計
算
ス
而
テ
支
消
ノ
法
ハ
毎
ニ
町
方
掛
ニ
於
テ
公
事
方
会

計
係
及
ヒ
市
中
ノ
父
老
ヲ
会
シ
商
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
支
給
ス
ル
ナ
リ

　
　
　
　
　

達
書

　

 

冥
加
銀
之
儀
ハ
町
方
ニ
テ
積
立
置
元
金
備
相
応
ニ
相
嵩
候
節
ハ
公
事
方
召

捕
者
等
諸
入
用
ヲ
始
メ
町
々
諸
雑
用
等
迄
右
備
金
ノ
内
ヲ
以
払
出
候
仕
法

ニ
付
右
金
払
出
之
節
ハ
公
事
方
会
計
方
町
方
尚
総
町
乙
名
共
エ
モ
合
議
之

上
取
計
決
テ
官
府
自
権
ニ
テ
遣
払
不
致
往
々
於
下
民
疑
念
ヲ
不
生
様
真
実

之
取
計
可
致
候
貸
付
方
ハ
市
中
有
名
豪
家
之
者
エ
割
付
根
証
ヲ
取
リ
入
念

可
取
計
候
尤
右
備
金
有
相
嵩
候
迄
ハ
公
事
方
諸
入
用
等
ハ
是
迄
之
振
合
ヲ

以
相
渡
筈
ニ
候

　
　

但
年
末
毎
ニ
元
利
金
共
ニ
令
勘
定
市
中
エ
モ
不
漏
様
令
触
示
置
ヘ
キ
事

　
　
　

巳
二
月

と
あ
り
、
同
年
二
月
に
達
書
が
出
さ
れ
、
商
業
鑑
札
の
付
与
に
伴
う
冥
加
銀
を

市
中
の
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
に
充
て
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
官
庁
の
経
費
に
は
充

当
せ
ず
、
公
事
方
に
よ
る
罪
人
の
捕
縛
に
係
る
経
費
や
各
町
の
雑
用
費
に
充
て

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
支
出
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
事
方
・
会
計
方
・
町
方

及
び
乙
名
の
合
議
に
よ
り
取
り
決
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

慶
応
三
年
に
出
さ
れ
た
市
中
の
運
営
に
係
る
財
源
や
支
出
の
在
り
方
が
明
治
維

新
後
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

具
体
的
な
収
入
額
を
み
る
と
、
明
治
元
年
九
月
分
は
表
五
「
明
治
元
年
九
月　

鑑
札
料
一
覧
」
の
と
お
り
一
、二
九
二
人
（
軒
）
か
ら
合
わ
せ
て
金
一
四
六
両

金 洋銀 銭
（収入） 両 分 文 ト 弗 セント 貫 文
戊辰正月ゟ十二月迄収税高 50,508 66 68,511 6 11,590 449
丁卯年雑税之内超高 901 3 17 5 27
立替金返納 3,386 3
諸税之内洋銀幷銭可取立分代り金
ヲ以相納候ニ付両替ニ相立（減額
分）

-3121 -63 -200

同　代り金　（洋銀分) 2,171 1 213 4
同　代り金　（銭分) 20 3 83 3

収入合計額 56,988 3 130 2 65,416 43 11,390 449
（支出）
辰年外務局ニ而遣払候分 8,633 3 240 9 3,035 72
立替渡 5,703 1 10 2,860
長崎府江相渡 11,815 3 240 59,429 89 11,382 933
不納翌己巳年相納 30,835 2 139 3 90 82 7 516

支出合計額 56,988 3 130 2 65,416 43 11,390 449

表四　明治元年　長崎港租税収支一覧
「自午年至未年　会計課事務簿　長崎港税関収納仕訳書」より作成
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三
朱
と
銭
六
貫
文
を
公
事
方
掛
が
徴
収

し
て
い
る
。

前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

租
法
」
の
う
ち
、「
戊
辰
年
以
降
正
規

租
税
ノ
沿
革
」
の
項
に
明
治
四
年
「
當

時
縣
廰
限
リ
収
入
ス
ル
税
目
」
に
鑑
札

料
、
屠
牛
税
、
酒
税
及
び
明
樽
税
の
記

載
が
あ
り
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
表
六

「
明
治
四
年　

県
庁
限
り
収
入
一
覧
」

に
な
る
。

こ
れ
を
慶
応
三
年
の
町
方
に
か
か
る

予
算
と
比
較
す
る
と
、
慶
応
三
年
に
は

鑑
札
料
を
新
た
に
長
崎
へ
流
入
し
て
き

た
奉
公
稼
旅
人
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
と

し
て
い
た
が
、
明
治
時
代
に
な
り
実
際

に
賦
課
す
る
段
階
で
従
来
か
ら
市
中
に

お
い
て
諸
商
売
を
営
む
商
人
や
遊
廓
か

ら
鑑
札
料
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

ま
た
、明
治
五
年
の
町
方
の
収
支
が
、

前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
「
附
録
」
項
に
「
維
新
以
来

市
民
ヨ
リ
収
入
ス
ル
諸
商
業
ノ
鑑
札
料

及
ヒ
諸
冥
加
金
ノ
出
納
概
表
ヲ
管
民
ニ

布
達
シ
支
消
ノ
費
途
ヲ
示
」
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
表
七
「
明
治

業　　　種 件　　数 
（人数）

金 銭
備　　考

両 歩 朱 貫 文
質屋 88 17 3 2
古着屋 34 5 2 500
道具屋 46 7 3 2 500
両町遊女 722 67 2 2 ８月分より３人減
揚屋 16 8 1 1 4 248 花月楼含む
料理屋 9 3
両町男女地旅芸者 130 8 2
両町夜商 27 1 2
旅人宿 38 4 3
両町髪結 107 2 1 248
市中料理屋 75 20 2 500

史料上合計 1,292 146 3 6

表五「明治元年九月　鑑札料一覧」
「御用留」（『幕末史料大成 5　開国対策編Ⅲ』542 頁）より作成

項　　　　目 業　　　種 件　数
金　額

両 分 文
鑑札料（金１両／年／軒） 船宿他 722 722
鑑札料（金１分／年／軒） 茶商、煙草商、菓子商 142 35 2
鑑札料（金２分／年／軒） 薬種商、鮫商他、市郷芸者 451 220 2
屠牛税（金１分／匹） 42 10 2
遊廓税（永62文5分／月／人） 戸町村浪ノ平遊女（延べ数） 1,462 91 1 125
明樽税（永15文／樽）1 ～ 4月分 6,151 92 1 15
酒税（永125文／樽）1 ～ 11月分 36,453 4,556 2 125
遊廓税（金１両／年／人） 丸山・寄合町 702 702
角力歌舞伎芝居税（金１両2分／日、浄瑠
璃興行は2分、噺物真似等は1分） 八幡町、桜町、金屋町他 263

合計 6,693 3 15
史料合計 6,694 1 15

表六「明治四年　県庁限り収入一覧」
「長崎県史稿　制度部　租法」のうち「戊辰年以降正租雑税の沿革の項」より作成
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五
年
（
正
月
～
一
〇
月
）　

町
方
収
支
一
覧
」
の
と
お
り
と
な
る
が
、
歳
入
と

し
て
鑑
札
料
、
角
力
芝
居
浄
瑠
璃
等
の
冥
加
、
酒
税
な
ど
四
、八
一
五
両
余
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
慶
応
三
年
に
は
、
市
中
の
民
生
費
に
充
当
す
る
た
め
、
市
中
の

惣
町
三
、八
二
七
ヶ
所
か
ら
金
一
、九
一
三
両
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
い
た

が44

、
表
七
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
費
目
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
明
治
五
年
に
限
っ
て
い
え
ば
、
鑑
札
料
と
酒
税
で
必
要
な
経
費
が
賄
え
る

た
め
、
徴
収
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

エ　

歳
出

支
出
に
つ
い
て
は
、
表
一
の
と
お
り
費
目
が
諸
費
・
置
米
（
金
ほ
か
）・
貸

下
米
（
金
）・
納
済
米
（
金
・
籾
）
に
分
か
れ
て
い
る
。

第
一
に
諸
費
の
内
訳
は
、
前
掲
資
料
「
長
崎
県
出
納
勘
定
帳
」
に
示
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
う
ち
の
明
治
元
年
分
は
表
八
「
明
治
元
年　

長
崎
府
（
長
崎
裁
判

所
）
歳
出
一
覧
」
の
と
お
り
で
あ
る
。

諸
費
の
う
ち
米
の
支
出
は
、
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
）
が
二
七
、一
六
九
石

余
に
対
し
て
明
治
二
年
正
月
始
期
分
は
一
二
、〇
九
一
石
余
で
同
年
一
〇
月
始

期
分
は
一
三
四
七
七
石
余
、
同
三
年
一
〇
月
始
期
分
は
一
二
、九
八
一
石
余
と

四
、〇
〇
〇
石
余
と
減
少
傾
向
に
あ
る
。　

米
穀
の
支
出
に
係
る
も
の
の
第
一
と
し
て
長
崎
県
（
長
崎
裁
判
所
・
長
崎

府
）
で
働
く
役
人
の
給
与
と
し
て
の
支
給
分
が
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
史
料
「
戊

辰
六
月
改
分
限
帳
」
に
よ
れ
ば
九
五
四
人
の
職
員
に
対
し
て
米
一
三
、一
五
六

石
五
斗
五
升
を
見
込
ん
で
い
る
。
表
八
で
は
、「
地
役
人
役
料
米
役
扶
持
米
金

渡
」
と
し
て
米
一
四
、〇
五
六
石
余
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
年
の
組
織

改
革
で
大
幅
に
減
員
し
、
明
治
三
年
に
は
四
六
九
人
と
半
数
以
下
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
明
治
二
年
正
月
始
期
分
は
月
給
・
扶
持
米
一
〇
六
七
石
余
と
官

費　　　　　目
金

両 分 朱 文
（歳入）
壬申（明治５）正月越高 2,058 2 2 107
壬申正月～同10月　鑑札料 1,568
角力芝居浄瑠璃等の冥加 196
辛未年（明治４）酒税未納取立高 993

合計 4,815 2 2 107
史料上　歳入計 4,815 3 2 107

（歳出）
惣町戸長并小走迄給料 2,427 235
同筆紙墨その他諸入費 171 130
火消人足賃并道具揃入費 402 2 149
市中21箇所掲示台入費、祭礼入費、天長節邏卒酒肴料、市中商人へ渡
す鑑札入費 61 16

路燈油代 186 3 48
合計 3,247 5 578

史料上　歳出計 3,248 3 78

表七「明治五年 ( 正月～一〇月）　町方収支一覧」
「長崎県史稿　制度部　会計　附録」より作成
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支出先 米 金 銭 洋銀
国名 郡名 石 斗 升 合 夕 才 両 分 永 ト 貫 文 弗

巳春作夫食米渡 肥後 天草 4,500
庄屋救助米 肥前 松浦 17 4
元槍柄師給米 肥前 松浦 8 9
夫食米貸渡 肥前 松浦 144
田上寺合力米渡 肥前 高木 4
妙行寺被下米渡 肥前 彼杵 1 5
元柳川藩預所口米金同所願申諸費引取候分 筑後 三池 398 1 17 5
御廻米川下賃 肥前 松浦 41 9 5 7
同　瀬取賃 肥前 松浦 34 7 9 3 7
非常手当米貸渡 肥前・後 66
知府事以下月給 29,370
知府事受用米 1,550
諸向出張旅費 11,627 63 1,540
地役人役料米役扶持米金渡 14,056 9 5 5 1 8,310 19 4
居留地新地建家土蔵共地差上候ニ付元地主江被下金 5,300
地役人并市中之者及元船手掛江被下金 14,500
製鉄所諸職人賃渡 12,600
伊王島燈明台建築入用 2,366 1
異宗徒三藩江引渡諸入費 909 1 54 718 182
佐賀藩兵砲術伝習人月給旅費共 355
大村藩出兵ニ付副島二郎ヨリ内命ヲ以相渡 15,000
久留米藩天草郡ニ於テ旧幕ヨリノ貸付更ニ貢金ヲ以貸渡 4,000
物産会所諸入費 6,093 3 235 7 695
医学校用地買上代 48 1 37 4
同所諸入費 70 4,189 3 188 5 7,121
広運館諸入費 1,205 1 28 7 381 229 4,431
元船手方月給幷諸雑費 641 2 48 7 86 76
スルップ船修復其外入費 100 3 46 4 117
島原平戸藩出兵之節オーサカ船雇入賃 7,500
振遠隊出兵定式臨時入費 105 7 4 1 1 32,492 3 247 3 4,349 118 3
振遠隊附医師3人月手当 63
出兵ニ付振遠隊江贈物代 61 3 125 400
戦死之者祭祀料 260
振遠隊陣服料 6,857 2 7
天草出張所諸入費 320 1 164 4
外務局諸雑費 5,676
外国人饗応入費 56 2 6 200
外国人居留地之内官地地揚入用費 255 1 46 4 6 608
諸祭典入費 15 3 212 29 748
諏訪社営繕料幷普請掛諸入費 5,058 3 2 5 533 200
諏訪社定式寄附金 26 2 5 200
諸向営繕定式入費 1,192 1 163 1 749 815
諸向営繕臨時入費 11,828 3 88 3 24,164 848
刑法局入費幷牢舎人徒刑人諸入費共 154 6 3 7 1,127 1 125 7 192 23
無宿牢舎人仕忌代 10 1 202 3
大赦ニ付無宿之者江救助金 120
囚舎人服唐カ薬料 99 10 4
不正物取押候者江歩割ヲ以掛リ之者江手当金 107 144 1
捕亡入費 1,762 113 2
於大坂買上候書籍代大隈八太郎渡 667 2 55 9
町方掛諸入費 1,015 3 2 443 400
貢金幷請取金運輸船賃 496 3 125
貢米幷拂米廻漕運賃 137 1 8 2 2,177 231 7 1,543 400
満珠丸石炭代渡 89 1
村々御用地之分租税作徳米代渡 156 3 216 4
米蔵入費仲使賃共 23 2 60 2 3,018 341
漂着人服入費 29 5 7 4 5 351 224 5 939 208
唐人邨諸詰所雑費 42 58 3 330
渡海小船雇賃 77 1 162 7 33 236
諸向拝借金 205
諸向手当金 280 2 123 16
諸向被下酒其外代 67 3 500
御褒美金米 2 4 313 125 85
新労ヵ掛入費 35
用達幷扶持米代金 13 2 187 5
元散使年番雑費 38 3 75 8
飛脚賃 42 3 62 5
臨時雇入人足賃 2 62 5 462 684
裁判所入費 239 63 1 2,079 427
諸局臨時買上物代入費 310 2 33 6 63 316 163 64
総督付詰所入費 13 189 3
元役所之内入費 45 108 4 68 948
大番所諸入費 158 461
岩原官邸門番所入費 45 95
納金見改料 103 950
辻番所入費 98 622
裁判所表門番所入費 1 1 192 3 215 617
漉直紙代 156 97 8 389
地役之者暇ニ付３ヶ年分被下米 3,415 5 6 4
救助米 80 3 9 5
養老米　切米 509 3 9 12 3 16 1
火之見番給米 6 6
棄児養育米 9
異宗徒宅番給米 5 7 4
伊勢宮金毘羅社寄附米 4 2 5
島原藩預所口米月割渡 111 5 6 2
乱俵造り立欠減 200 8 1 8
計り立欠減 1,482 7 2 7 1
松浦郡貢米之内差船刎ヵ権之分 416 1 8 9 8

史料上合計 27,169 7 5 3 5 2 193,435 2 111 5 40,711 110 20,758 64

表八「明治元年　長崎府（長崎裁判所）歳出一覧」
「自明治元年至同八年　長崎県出納勘定帳　会計課事務簿」より作成
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禄
四
五
〇
石
、
明
治
二
年
一
〇
月
始
期
分
は
月
給
・
官
禄
四
、八
一
七
石
余
、

明
治
三
年
一
〇
月
始
期
分
の
官
禄
・
月
給
が
六
、六
四
五
石
余
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
明
治
二
年
八
月
、
大
蔵
省
の
命
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
日
田
県
租
税
米

の
う
ち
、
二
万
石
を
長
崎
県
へ
運
ん
で
い
た
が
、
八
月
中
に
行
政
官
か
ら
の
達

し
に
よ
り
官
員
も
減
じ
た
た
め
廻
米
は
廃
止
と
し
、
管
轄
の
租
税
米
を
も
っ
て

渡
方
を
取
り
計
ら
う
こ
と
と
さ
れ
た45

。

日
田
か
ら
廻
送
さ
れ
る
米
は
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
）
八
月
、

二
〇
、〇
〇
〇
石
の
う
ち
三
、五
〇
〇
石
を
長
崎
病
院
の
用
途
に
充
て
る
こ
と
と

し
て
い
る
が46

、
表
八
で
は
、「
同
所
（
医
学
校
）
諸
入
費
」」
と
し
て
米
七
〇
石
、

金
四
、一
八
九
両
余
、
洋
銀
七
、一
二
一
弗
が
計
上
さ
れ
て
お
り
実
際
の
支
出
額

は
達
文
の
と
お
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

納
済
米
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

租
法
」
の
「
戊
辰

年
以
降
正
租
雑
税
ノ
沿
革
」
項
の
明
治
元
年
九
月
十
日
条
に
「
直
隷
ノ
地
、
九

州
ニ
碁
布
ス
ル
者
、
当
時
総
テ
長
崎
府
ノ
管
地
ト
ナ
レ
リ
此
年
奥
羽
征
討
ノ
役

起
リ
官
庫
頗
ル
虚
耗
ス
九
月
十
日
會
計
官
ヨ
リ
府
廰
ニ
令
シ
其
徴
租
ヲ
以
テ
奥

羽
ノ
軍
資
ニ
供
セ
シ
ム
米
穀
ハ
大
阪
ニ
回
漕
シ
金
貨
ハ
直
ニ
會
計
官
ニ
納
ム
」

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
戊
辰
戦
争
の
戦
費
が
嵩
む
た
め
、
米
穀
・
金
を

廻
送
さ
せ
て
戦
費
に
充
当
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
表
一
で
は

明
治
二
年
以
降
に
納
済
金
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

「
長
崎
県
出
納
勘
定
帳
」
で
は
、明
治
元
年
分
の
「
渡
方
」
の
二
番
目
に
「
米

壱
万
四
千
四
百
三
拾
九
石
弐
升
八
合
壱
夕　

右
（
筆
者
注　

長
崎
御
蔵
納
）
同

断
」
と
あ
り
、
長
崎
金
蔵
を
介
し
て
大
阪
へ
廻
送
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
が
こ

の
項
は
抹
消
さ
れ
て
お
り
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
現
金
に
つ
い
て
、
表
一
で
は
、
毎
年
支
出
さ
れ
て
い
る
諸
費
は
年
に

よ
り
増
減
が
あ
る
。
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
「
附
録
」

項
の
明
治
二
年
条
の
う
ち
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

【
史
料
五
】

　

七
月
太
政
官
ヨ
リ
府
県
常
備
金
規
則
ヲ
頒
布
ス　

　
　
　

常
備
金　

金
六
百
両　

壱
萬
石
ニ
付
金
百
廿
両
宛　

　
　
　
　
　
　
　

金
弐
千
両　

壱
萬
石
ニ
付
金
四
百
両
宛

　
　

右
五
萬
石
高
目
安

　

 

縣
舎
ノ
諸
費
其
他
諸
官
員
巡
察
ノ
入
費
并
縣
掌
以
下
ノ
月
給
等
遣
拂
ハ
高

五
萬
石
迄
ハ
壱
萬
石
ニ
付
金
百
二
拾
両
乃
チ
六
百
両
ト
ス
（
中
略
）
総
シ

テ
目
安
ヲ
以
テ
照
準
ス
可
キ
事
縣
中
年
々
常
備
五
萬
石
迄
ハ
壱
萬
石
ニ
付

金
四
百
両
乃
チ
二
千
両
ト
ス
（
中
略
）
総
シ
テ
目
安
ニ
依
リ
兼
テ
縣
舎
ニ

備
置
其
事
ノ
緩
急
ニ
従
テ
取
計
済
之
上
明
細
書
ヲ
以
テ
可
相
達
但
シ
制
外

ノ
事
件
ハ
其
時
々
民
部
大
蔵
両
省
エ
可
伺
出
事　

　

 

縣
舎
官
員
居
宅
並
牢
屋
創
立
等
臨
時
費
用
ハ
常
備
ノ
例
ニ
非
ス
三
分
ノ
一

ヲ
官
給
シ
自
餘
ハ
管
轄
ノ
石
高
ニ
分
課
ス
可
シ
尤
官
員
ノ
居
宅
取
繕
等
ハ

可
為
自
費
事

　

右
之
通
被
定
候
ニ
付
此
旨
相
達
候
事

　
　

七
月　
　
　
　

太
政
官

同
じ
く
、
同
二
年
の
記
事
に
、

【
史
料
六
】

　

十
二
月
民
部
省
ヨ
リ
令
シ
常
備
金
ヲ
支
消
ス
ル
費
途
次
及
ヒ
其
方
法

　

ヲ
示
ス

　
　

 

當
七
月
中
府
縣
常
備
金
規
則
御
布
告
有
之
候
處
誤
解
致
シ
候
向
モ
有
之

哉
ニ
相
聞
候
間
猶
又
左
ニ
相
達
候

　
　

常
備
金
ノ
内
第
一

　
　

一
金
六
百
両
ノ
廉



− −59

　
　
　

 

右
ハ
年
々
貢
租
ノ
内
ヲ
以
テ
縣
舎
ニ
備
置
筆
墨
紙
蝋
燭
炭
薪
諸
官
員

巡
察
諸
向
エ
御
用
状
飛
脚
賃
縣
掌
以
下
之
月
給
等
ニ
遣
拂
過
金
有
之

候
共
不
足
ノ
節
ノ
補
ニ
備
置
都
テ
流
用
取
計
之
上
髙
當
リ
ヨ
リ
過
上

不
相
成
様
取
賄
年
々
過
不
足
勘
定
ハ
其
縣
限
リ
ニ
仕
上
致
置
別
段
當

省
エ
申
出
ニ
及
ハ
ス
候
事

　
　

常
備
金
ノ
内
第
二

　
　

一
金
二
千
両
ノ
廉

　
　
　

 

是
ハ
右
同
断
支
配
地
ノ
堤
防
橋
梁
道
路
等
難
捨
置
急
破
普
請
所
ノ
営

ニ
繕
引
充
遣
拂
候
ハ
ゝ
其
度
々
目
論
見
帳
オ
以
テ
可
相
届
其
他
都
テ

其
事
ノ
緩
急
ニ
従
テ
遣
拂
其
年
十
月
ヨ
リ
翌
年
九
月
ヲ
限
リ
仕
訳
書

差
出
残
金
有
之
候
ハ
ゝ
新
帳
ノ
御
勘
定
元
ニ
組
不
足
相
立
候
ハ
其
節

可
相
伺
此
餘
縣
舎
破
損
修
復
畳
替
等
ノ
入
費
ハ
管
轄
ノ
石
高
ニ
分
課

可
致
候
事

　
　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　

民
部
省

諸
費
に
つ
い
て
は
、
事
務
に
必
要
な
諸
経
費
、
職
員
の
出
張
費
や
給
与
な
ど

は
、
徴
収
し
た
租
税
か
ら
賄
い
、
不
足
分
は
庁
舎
の
常
備
金
六
〇
〇
両
か
ら
支

出
し
、
庁
舎
・
官
舎
・
牢
屋
の
建
設
に
つ
い
て
は
三
分
ノ
一
を
政
府
が
給
付
し
、

残
り
は
県
（
府
）
が
石
高
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
堤
防
橋
梁
道
路
等
の
放
置
で
き
な
い
破
損
個
所
を
修
復
す
る
際
に
支

出
す
る
場
合
は
常
備
金
二
、〇
〇
〇
両
を
充
て
、
そ
の
都
度
見
積
書
を
つ
け
て

届
け
、
九
月
末
の
会
計
年
度
が
終
わ
っ
た
時
点
で
残
金
は
翌
年
に
繰
越
し
、
不

足
の
場
合
は
、
政
府
に
伺
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
庁
舎
の
営
繕
な
ど
は
、
石

高
に
応
じ
て
支
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
日
々
の
出
納
に
つ
い
て
該
当
す
る

資
料
を
筆
者
は
未
見
で
あ
る
た
め
不
明
で
あ
る
。

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
前
掲
史
料
「
戊
辰
六
月
改
分
限
帳
」
に
よ
れ
ば

九
五
四
人
の
職
員
に
対
し
て
役
料
一
五
、八
〇
七
両
と
し
て
い
る
が
、
表
八
で

は
、「
知
府
事
以
下
月
給
」
と
し
て
二
九
、三
七
〇
両
、「
地
役
人
役
料
米
役
扶

持
米
金
渡
」
と
し
て
八
、三
一
〇
両
余
の
計
三
七
、六
八
〇
両
ほ
ど
を
支
出
し

て
い
る
。
明
治
二
年
正
月
始
期
分
で
「
知
府
事
以
下
官
禄
并
月
給
」
と
し
て

一
一
、二
三
三
両
を
、
明
治
二
年
一
〇
月
始
期
分
で
は
月
給
一
、一
九
六
両
と
官

禄
二
六
、七
二
七
両
余
の
計
二
七
、九
二
三
両
を
、
明
治
二
年
一
〇
月
始
期
分
で

は
「
知
事
以
下
官
禄
并
月
給
」
と
し
て
一
二
、〇
五
三
両
余
を
計
上
し
て
お
り
、

減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
主
な
部
局
・
施
設
の
支
出
状
況
を
見
て
み
る
。

各
部
局
の
諸
費
で
、
唯
一
、
詳
細
な
支
出
内
容
が
分
か
る
の
は
開
港
場
と
し

て
関
税
の
徴
収
や
船
舶
の
入
出
港
や
外
国
人
居
留
地
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
運

上
所
（
の
ち
の
外
国
管
事
役
所
、
外
務
局
）
で
あ
る
。

同
部
局
に
お
い
て
は
、
歳
入
の
項
で
示
し
た
よ
う
に
関
税
や
雑
税
な
ど
の
収

入
か
ら
経
費
を
支
出
し
て
い
る
が
、「
慶
応
四
年
辰
一
月
起
至
巳
十
二
月　

月
々

御
入
用
帳
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
Ｂ
）
一
四 

一
八
三
―

一
）
で
は
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
正
月
か
ら
明
治
二
年
一
二
月
の
間
、
運

上
所
掛
（
慶
応
四
年
・
明
治
元
年
六
月
か
ら
は
外
国
管
事
役
所
、
明
治
二
年
九

月
か
ら
は
外
務
局
）
が
御
入
用
掛
（
同
じ
く
会
計
掛
、
庶
務
局
・
弁
務
局
）
か

ら
毎
月
五
百
両
を
前
渡
し
さ
れ
、
諸
経
費
の
支
払
い
が
終
わ
っ
た
翌
月
に
残
金

を
戻
し
入
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
慶
応
四
年
正
月
分
の
残

金
は
長
崎
金
蔵
の
請
取
書
（
二
月
廿
一
日
付
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
支
出
さ

れ
た
経
費
と
し
て
は
、
筆
墨
紙
蝋
燭
炭
薪
等
の
消
耗
品
費
、
番
人
・
水
主
ら
の

賃
金
、
外
国
人
応
接
時
の
料
理
・
酒
代
、
施
設
の
小
修
繕
な
ど
で
あ
る
。
同

資
料
の
お
け
る
明
治
元
年
の
支
出
は
四
、〇
二
四
両
二
分
余
と
な
る
が
、
表
八

の
内
「
外
務
局
（
マ
マ
）
諸
雑
費
」
五
、六
七
六
両
と
「
外
国
人
饗
応
入
費
」

五
六
両
二
分
の
計
五
七
三
二
両
二
分
を
計
上
し
て
い
る
が
そ
の
差
異
は
不
明
で
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あ
る
。

長
崎
府
は
、
飽
ノ
浦
の
製
鉄
所
の
経
営
を
改
善
す
る
た
め
、
グ
ラ
バ
ー
が
小

菅
に
開
設
し
た
修
船
場
を
買
収
し
、
製
鉄
所
と
一
体
的
に
経
営
す
る
こ
と
を
目

論
ん
で
新
政
府
に
書
類
を
提
出
し
た
。
そ
の
買
収
費
を
一
二
万
弗
と
見
込
み
、

そ
の
う
ち
二
万
弗
を
長
崎
府
が
出
す
と
し
て
い
る
。
買
収
は
、
明
治
二
年
三
月

に
行
わ
れ
た
が
、
当
分
の
間
長
崎
府
が
負
担
し
、
同
年
一
二
月
に
政
府
の
会
計

官
か
ら
資
金
を
回
す
と
し
て
い
る47

。

前
掲
資
料
「
長
崎
県
出
納
勘
定
帳
」
明
治
二
年
正
月
始
期
分
で
は
、
小

菅
浦
ド
ッ
ク
関
連
の
買
上
費
と
し
て
二
、〇
〇
〇
両
を
計
上
し
、
明
治
二
年

一
〇
月
始
期
分
で
は
両
施
設
の
入
費
と
し
て
金
三
四
、六
六
八
両
及
び
洋
銀

二
二
、八
三
七
弗
余
、
銭
二
八
、九
〇
六
貫
余
、
明
治
三
年
一
〇
月
始
期
分
で

四
六
、六
八
五
両
、
洋
銀
一
三
、二
七
七
弗
余
、
銭
七
八
、〇
五
〇
貫
余
を
要
し

て
い
る
。

製
鉄
所
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
前
掲
資
料
「
長
崎
港
税
関
収
納
仕
訳
書　

明

治
三
年
～
同
四
年   

会
計
課
事
務
簿
」
に
「
諸
冥
加
」
の
記
載
が
あ
り
、
明
治

三
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
に
「
金
弐
千
両　

立
替
出
」、
同
年
六
月
か
ら
一
二

月
ま
で
に
「
金
二
千
両　

製
鉄
所
立
替
返
入
」
し
て
お
り
、
外
務
局
が
取
り
扱

う
雑
税
か
ら
一
時
的
に
資
金
が
出
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

文
久
元
年
に
長
崎
村
小
島
郷
に
開
設
さ
れ
た
養
生
所
を
前
身
と
す
る
「
精
得

館
」は
、明
治
元
年
一
〇
月
に「
長
崎
府
医
学
校
」と
改
称
さ
れ
、表
八
で
は
、「
同

所
（
医
学
校
）
諸
入
費
」」
と
し
て
米
七
〇
石
、
金
四
、一
八
九
両
余
、
洋
銀
七
、

一
二
一
弗
を
計
上
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
支
出
額
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

同
じ
く
幕
末
に
開
設
さ
れ
た
語
学
所
を
前
身
と
す
る
済
美
館
は
、
慶
応
四
年

閏
四
月
に
「
広
運
館
」
と
改
称
さ
れ
、
同
年
六
月
に
は
そ
れ
ま
で
の
洋
学
局
に

本
学
（
国
学
）・
漢
学
が
加
え
ら
れ
た
。
同
館
の
入
費
と
し
て
明
治
元
年
は
、

金
一
、二
〇
五
両
余
と
洋
銀
四
、四
三
一
弗
・
銭
三
八
一
貫
が
計
上
さ
れ
、
外

国
人
教
官
ら
の
月
給
や
書
籍
代

な
ど
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
明

治
三
年
五
月
二
七
日
の
民
部
省

令
に
よ
り
、
本
県
学
校
一
切
の

経
費
金
一
万
両
を
定
額
と
し
、

毎
月
の
運
上
所
税
金
を
そ
の
経

費
に
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る

が48

、
各
年
支
出
に
費
目
に
は
そ

の
財
源
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

慶
応
三
年
に
長
崎
奉
行
の
も

と
で
結
成
さ
れ
た
遊
撃
隊
は
、

維
新
後
、「
振
遠
隊
」
と
改
称

さ
れ
、
近
隣
の
各
藩
兵
と
共
に

戊
辰
戦
争
へ
出
兵
し
、
明
治
元

年
に
は
出
兵
他
入
費
と
し
て
金

三
二
、四
九
二
両
を
は
じ
め
、

戦
死
者
の
祭
祀
料
二
六
〇
両
、

陣
服
料
六
、八
五
七
両
等
多
額

の
経
費
を
費
や
し
、
戊
辰
戦
争

関
連
経
費
と
し
て
は
、「
大
村
藩
出
兵
ニ
付
副
島
二
郎
ヨ
リ
内
命
ヲ
以
相
渡
」

し
た
一
五
、〇
〇
〇
両
や
「
島
原
平
戸
藩
出
兵
之
節
オ
ー
サ
カ
船
雇
入
賃
」
と

し
て
洋
銀
七
、五
〇
〇
弗
が
あ
る
。
振
遠
隊
は
、
明
治
二
年
に
再
編
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
も
、
入
費
や
陣
服
料
が
計
上
さ
れ
、
明
治
三
年
の
日
田
県
一
揆
の
際
に

出
兵
し
た
時
の
経
費
三
、〇
五
二
両
が
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
の
後
に
抹
消
さ

れ
て
い
る
。

費目 金額（両）
肝煎　人別　1カ年 20
肝煎の内　年番6人を定め人別手当金 10
小使　人別1カ年　 5
町会所　雑用　1カ年 100
町会所　小使・家守　給料　1カ年 36
諏訪社神事当番町雑用金 100
時鐘撞給料1カ年 20

（小計） 291
火消組　諸道具 別途　規則

表九「明治元年　町入目一覧」
「長崎県史稿　制度部　禁令」より作成
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次
に
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
料　

制
度
部　

禁
令　

明
治
元
～
八
年
」
の
明

治
元
年
条
で
は
、「
町
入
目
之
儀
ハ
町
毎
ニ
町
人
之
内
世
話
役
相
立
年
番
持
ニ

イ
タ
シ
出
納
共
肝
煎
立
会
明
細
ニ
勘
定
相
立
町
方
役
所
之
印
ヲ
受
取
可
申
事
」

と
し
、支
出
内
容
を
表
九「
明
治
元
年　

町
入
目
一
覧
」の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

表
七
の
明
治
五
年
の
歳
出
と
し
て
惣
町
戸
長
并
小
走
迄
給
料
、
筆
紙
墨
そ
の

他
諸
入
費
、
市
中
二
一
箇
所
掲
示
台
入
費
、
祭
礼
入
費
、
路
燈
油
代
等
三
、

二
四
八
両
余
が
計
上
さ
れ
、
差
引
き
約
一
、五
六
八
両
の
残
金
が
生
じ
て
い
る
。

前
年
と
比
べ
規
模
は
縮
小
し
て
い
る
が
収
支
が
黒
字
で
、
慶
応
三
年
と
比
較
し

て
、
そ
の
規
模
は
半
分
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

置
金
に
つ
い
て
は
、
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
「
附

録
」
項
の
明
治
二
年
七
月
の
記
事
に
「
府
県
常
備
金
規
則
」
を
載
せ
て
そ
の
基

準
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
支
出
は
表
一
で
は
明
治
元
年
の
み
で
あ
る
。

貸
下
米
・
金
は
、
表
四
で
は
明
治
二
年
以
降
に
計
上
し
て
い
る
。「
長
崎
県

出
納
勘
定
帳
」
に
も
記
載
が
あ
る
が
金
額
の
み
で
相
手
方
は
不
明
で
あ
る
。

納
済
金
は
、「
長
崎
県
出
納
勘
定
帳
」
に
は
、
明
治
二
年
正
月
始
期
分
で

四
一
、九
六
四
円
五
〇
銭
が
、
明
治
二
年
一
〇
月
始
期
分
で
計
一
四
、七
二
八
一

両
永
一
五
〇
文
（
マ
マ
）
が
大
蔵
省
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
一
〇
月
始
期
分
は
、資
料
の
虫
損
が
ひ
ど
く
判
読
が
困
難
で
あ
る
が
、

同
様
に
納
付
さ
れ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
二
月
四
日
に
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た

講
座
「
孫
文
展
関
連
及
び
長
崎
学
講
座
」
に
お
い
て
「
近
代
の
長
崎　

明
治
初

期
に
お
け
る
長
崎
県
と
港
の
か
か
わ
り
」
と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に

し
て
い
る
。
安
政
の
開
国
で
貿
易
制
度
が
変
更
さ
れ
自
由
貿
易
と
な
り
、
長
崎

会
所
に
よ
る
独
占
体
制
が
崩
れ
、
会
所
の
収
益
に
よ
り
市
政
の
諸
経
費
を
賄
っ

て
い
た
長
崎
が
、
明
治
維
新
を
経
て
何
を
財
源
と
し
て
市
政
を
運
営
し
て
い
た

の
か
興
味
を
持
ち
、
当
時
、
長
崎
県
へ
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
旧
長
崎

県
庁
文
書
を
閲
覧
し
な
が
ら
、
そ
の
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
勉
強
不

足
も
あ
り
十
分
な
結
果
を
得
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

今
回
、
明
治
維
新
一
五
〇
年
と
い
う
こ
と
で
改
め
て
史
料
を
見
直
し
、
そ
の

後
の
諸
先
生
の
研
究
成
果
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
初
期
の
長
崎

県
の
財
政
状
況
を
示
す
資
料
が
い
く
つ
か
見
つ
か
り
、
僅
か
ば
か
り
だ
が
そ
の

概
要
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

明
治
初
期
は
新
政
府
に
よ
る
制
度
変
更
の
過
渡
期
に
あ
り
、
歳
入
面
で
は
開

港
場
と
し
て
の
長
崎
の
特
殊
性
が
依
然
保
た
れ
て
い
た
。
旧
幕
府
領
の
一
部
を

引
継
ぎ
長
崎
県
の
財
政
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
ど
う
影
響
し
た
の
か
、今
後
、

改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
歳
出
面
で
は
官
員
の
削
減
に
よ
り
支
出
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
日
本

の
近
代
化
に
貢
献
す
る
諸
機
関
の
存
続
に
注
力
す
る
た
め
財
源
の
手
当
て
を
図

ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
明
治
四
年
の
府
県
統
合
と
同
時
期
の
税
制
改
正

に
よ
り
、
長
崎
の
特
殊
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
地
域
に
一
つ
の
転
機
を

も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
資
料
等
の
閲
覧
を
許
可
い
た
だ
い
た
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
、
と
り

わ
け
長
崎
廻
米
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
同
館
研
究
員
の
矢
田
純
子
氏
に

お
礼
申
し
上
げ
る
。

 

（
長
崎
市
長
崎
学
研
究
所
係
長
）
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  1
金
井
俊
行
編
『
増
補
長
崎
略
史　

下
巻
』
長
崎
市
、
一
九
二
六
年

  2
中
村
質
著
『
近
世
対
外
交
渉
史
論
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
〇
年
）
所
収
「
経

歴
と
主
な
論
著
」
参
照

  3
中
村
前
掲
書
Ｂ　

一
八
八
頁

  4
中
村
質
前
掲
書
Ｂ　

二
二
頁

  5
前
掲
書
『
増
補
長
崎
略
史　

下
巻
』
四
八
一
頁

  6
石
井
孝
『
幕
末
開
港
期
経
済
史
研
究
』
有
隣
堂
、
一
九
八
七
年
、
三
六
八
頁

  7
金
井
俊
行
編
『
増
補
長
崎
略
史　

上
巻
』
長
崎
市
、
一
九
二
五
年
、
三
七
四

頁  8
「
御
用
留　

慶
応
元
年
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
Ｂ
）

一
四　

七
―
一 

二
二
―
一
）　
【
参
考
】『
長
崎
幕
末
史
料
大
成
５　

開
国
対
策

編
Ⅲ
』
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
一
年
、
一
二
九
頁
所
収

  9
「
諸
書
留　

慶
応
元
年
一
月
～
六
月
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求

番
号
＝
Ｂ
）
一
四 

五
―
二 

二
）【
参
考
】『
長
崎
幕
末
史
料
大
成
４　

開
国
対

策
編
Ⅱ
』
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
一
年
、
四
二
八
頁
所
収

 10
「
日
見
外
三
ヶ
処
御
関
処
御
用
留　

元
治
元
年
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

蔵　

請
求
番
号
＝
Ｂ
）
一
四 

七
―
三
）　
【
参
考
】『
長
崎
幕
末
史
料
大
成
３　

開
国
対
策
編
Ⅰ
』
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
〇
年
、
五
七
九
頁
所
収　

な
お
、
慶

応
二
年
の
勘
定
帳
の
支
出
項
目
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

 11
同
書
（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
古
賀
文
庫　

十
四　

五
六
）　

本
史
料
に
つ
い
て
は
、
中
村
前
掲
書
Ｃ
を
参
照

 12
括
弧
書
き
の
番
号
は
、
中
村
前
掲
書
Ｃ
で
史
料
中
に
付
さ
れ
た
収
支
項
目
の

通
し
番
号
を
意
味
す
る
（
以
下
、
同
じ
）。

 13
『
新
長
崎
市
史　

第
三
巻
近
代
編
』
長
崎
市
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
頁

 14「
申
上
留　

慶
応
二
年
以
来
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
Ｂ
）

一
四 

六
七
―
一 

三
）【
参
考
】
前
掲
書
『
幕
末
史
料
大
成
４　

開
国
対
策
編
Ⅱ
』

一
五
八
頁

 15
添
田
前
掲
書

 16
『
新
長
崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』
九
二
二
頁　

な
お
、
本
件
は
『
長
崎
町

方
史
料
』（
福
岡
大
学
総
合
研
究
所　

一
九
八
四
年
）
六
三
頁
以
降
に
関
係
資

料
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

 17
前
掲
書
『
長
崎
町
方
史
料
』
二
五
〇
頁
以
降
に
翻
刻
文
掲
載

 18
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』
九
一
六
頁

 19
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
三
巻
近
代
編
』
一
九
頁

 20
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵　

請
求
番
号
＝
府
県
史
料
長
崎　

冊
次
一
〇

 21
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
一
四　

三
―
七

 22
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
一
四　

四
九
―
一

 23
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
渡
辺
文
庫
一
三 

一
七
三
― 

一

 24
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』
九
二
五
頁

 25
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
三
巻
近
代
編
』
三
一
頁

 26
前
掲
書
『
長
崎
県
史　

第
三
巻　

近
代
編
』
三
〇
頁

 27
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』
第
九
章
第
五
節
「
長
崎
奉
行
所

の
崩
壊
」
及
び
前
掲
書
『
同　

第
三
巻
近
代
編
』
第
一
章
第
一
節
「
維
新
直
後

の
長
崎
」
参
照

 28
竹
内
理
三
編
『
九
洲
史
研
究
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
八
年

 29
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
二
巻
近
世
編
』
九
一
八
頁
、『
同　

第
三
巻
近

代
編
』
一
八
頁

 30
前
掲
書
『
新
長
崎
市
史　

第
三
巻
近
代
編
』
二
一
頁

 31
前
掲
書
『
長
崎
県
史　

第
三
巻　

近
代
編
』
六
四
四
頁
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 32
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵　

請
求
番
号
＝
府
県
史
料
長
崎　

冊
次
一
一

 33
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
紹
介
文
は
以
下
の
と
お
り
。「
各
府
県
ご
と
に
太
政

官
に
提
出
。
修
史
館
か
ら
内
閣
記
録
局
、
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
を
経
て
、

一
九
一
四
年
内
閣
文
庫
に
移
管
。
一
八
七
四
年
に
太
政
官
達
第
一
四
七
号
で
各

府
県
に
立
庁
か
ら
一
八
七
四
年
末
ま
で
の
沿
革
の
編
集
を
命
じ
た
。
そ
の
後
も

続
け
て
編
集
が
命
じ
ら
れ
、
ほ
ぼ
一
八
八
五
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。（
中
略
）

一
八
七
六
年
の
例
示
で
は
、
政
治
部
（
県
治
・
拓
地
・
勧
農
・
工
業
・
刑
賞
・

賑
恤
・
祭
典
・
戸
口
・
民
俗
・
学
校
・
駅
逓
・
警
保
・
忠
孝
節
義
・
騒
擾
事
変
）

と
制
度
部
（
租
法
・
職
制
・
禄
制
・
兵
制
・
刑
法
・
禁
令
・
会
計
）
の
二
部
に

大
分
け
さ
れ
、
附
録
と
し
て
図
書
目
録
・
碑
文
銘
辞
等
・
官
員
履
歴
の
構
成
が

示
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
は
府
県
に
よ
っ
て
不
統
一
が
あ
り
、
記
述
・
編
修
に
精

粗
の
差
が
あ
る
。」

 34
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵　

請
求
番
号
＝
府
県
史
料
長
崎　

冊
次
一
一

 35
『
国
史
大
辞
典　

第
一
三
巻
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
二
年
）
の
「
メ
キ

シ
コ
銀
」
項
を
参
照

 36
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
一
九　

一
―
一　

八
―
二

 37
矢
田
純
子
「
豊
後
国
日
田
・
玖
珠
両
郡
か
ら
の
長
崎
廻
米　

―
買
替
納
を
中

心
に
―
」（『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
一
一
巻
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
大

学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
、
二
〇
〇
九
年
）

 38
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

租
法
」

 39
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
料　

制
度
部　

租
法
」
の
う
ち
「
戊
辰
年
以
降
正

租
雑
税
ノ
沿
革
」
項
の
う
ち
「
行
政
官
達
文
」

 40
「
長
崎
県
史
稿　

 

制
度
部　

職
制
（
慶
応
四
年
―
明
治
八
年
）」
国
立
公
文

書
館
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閣
文
庫
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請
求
番
号
＝
府
県
史
料
長
崎　

冊
次
一
〇

 41
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掲
資
料
「
長
崎
県
史
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制
度
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租
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戊
辰
年
以
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租
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沿
革
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長
崎
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し
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札
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 42
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

請
求
番
号
＝
一
四　

三
三
―
二

 43
「
長
崎
県
史
稿　

政
治
部　

外
務
（
明
治
元
～
八
年
）」
国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
蔵　

請
求
番
号
＝
府
県
史
料
長
崎　

冊
次
九

 44
添
田
前
掲
書　

二
六
頁

 45
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
「
附
録
」
項　

な
お
、『
大

分
県
史　

近
代
編
２
』（
大
分
県
、
一
九
八
六
年
）
に
は
、
明
治
四
年
ま
で
廻

漕
と
あ
る
が
具
体
的
な
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

 46
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
「
附
録
」
項
の
「
行
政
官

達
文
」

 47
楠
本
寿
一
『
長
崎
製
鉄
所
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
一
五
八
頁　

及

び
前
掲
書
『
長
崎
県
史　

近
代
編
』
八
八
頁

 48
前
掲
資
料
「
長
崎
県
史
稿　

制
度
部　

会
計
」
の
う
ち
「
附
録
」
項


